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令和８年３月 

八女市



 

 

第６次八女市男女共同参画行動計画策定にあたって 

 

 この度、八女市における男女共同参画の実現に向けた 

新たな指針となる「第６次八女市男女共同参画行動計画」 

を策定いたしました。 

 我が国では、平成 11年「男女共同参画社会基本法」の施行 

以来、性別に関わらず個性と能力を発揮できる社会づくりが 

進められてきました。近年では女性活躍推進法の整備に加え、令和６年４月には「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されるなど、多様な困難に直面

する方々を包括的に支え、その尊厳を守るための法的枠組みが強化されています。 

 本市においてもこうした国の動向を注視し、地域の実情に即した施策を展開してま

いりました。しかしながら、少子高齢化や人口減少、働き方の多様化など、社会情勢

はかつてないスピードで変化しています。こうした時代にあって、将来にわたって

「八女市に住み続けたい」と思われる魅力あふれる地域であり続けるためには、性

別、年齢などに関わらず、市民一人ひとりが主役となり、その能力を最大限に発揮で

きる環境を整えることが、これまで以上に重要となっています。 

 本計画は、これまでの成果を継承しつつ、無意識の思い込み（アンコンシャス・バ

イアス）の解消やワーク・ライフ・バランスの推進といった課題に正面から向き合う

ものです。特に今回は、新たに「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に

基づく計画を内包しております。 

 本計画では、「個性が輝く、誰もが共に参画するまちづくり」を基本理念に掲げ、４

つの基本目標を柱として、具体的な施策を推進してまいります。 

 これらの取り組みは、行政の力だけで成し遂げられるものではありません。市民、

事業者、団体、そして行政がそれぞれの役割を分かち合い、「協働」の精神で歩みを進

めることで、計画の実効性はより高まるものと確信しております。 

 結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご議論いただきました審議会委員の皆さ

ま、そして貴重なご意見をいただきました市民の皆さまに心より厚く御礼申し上げ、

策定にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

 

令和８年３月 

                                           八女市長 簑原 悠太朗  
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計画策定の背景 
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１ 計画策定の趣旨 

本市では令和３年３月、令和７年度を目標年度とする「第５次八女市男女共同参画行動計

画」を策定し、男女共同参画、ＤＶ防止と被害者支援、女性の参画拡大、人権尊重などに取

り組んできました。 

令和７年度で現行計画が終了することを踏まえ、社会経済情勢の変化や法制度の拡充に対

応し、男女共同参画社会※の実現に向けた施策をより総合的・計画的に推進するため、「第６

次八女市男女共同参画行動計画」を策定します。 
 

※男女共同参画社会：男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる 

分野における活動に参画する社会 
 

 

２ 計画策定の背景 

（１）国の動向 

わが国における男女平等の取組は、昭和 50（1975）年の国際婦人年を契機に始まり、平

成 11（1999）年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、翌平成 12（2000）年には同法

に基づく「男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。 

その後、「女性活躍推進法」や「政治分野における男女共同参画推進法」の制定・改正を

はじめ、災害対応における意思決定過程への女性の参画やニーズの違いに配慮した「災害

対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」の

策定など、分野横断的な施策が進められてきました。令和６年４月には「困難な問題を抱

える女性への支援に関する法律」が施行され、年齢・障がい・国籍を問わず、すべての女

性の人権を尊重し、自立を支える包括的な支援体制の構築が進められています。 

国は第６次男女共同参画基本計画において、社会情勢の変化や国際社会でのジェンダー

平等の合意を踏まえ、自らの意思で能力を発揮できる多様な社会、人権と尊厳の尊重、仕

事と生活の調和、女性活躍を通じた国際協調を目指しています。 
 

 

（２）県の動向 

福岡県では、国際婦人年を契機に昭和 55（1980）年に「婦人問題解決のための福岡県行

動計画」が策定され、以降第３次まで改訂を重ね、女性の地位向上が図られてきました。

平成 11（1999）年の男女共同参画社会基本法の制定を受け、平成 13（2001）年に「福岡県

男女共同参画推進条例」、平成 14（2002）年に「福岡県男女共同参画計画」が策定されま

した。その後、５年ごとに見直しが行われ、様々な施策が進められてきました。 

令和８（2026）年には第６次計画が策定され、社会情勢の変化やこれまでの課題を踏ま

え、ＤＶ対策や困難を抱える女性への支援などを盛り込んだ３本の施策の柱に基づき、10

の施策の方向が掲げられ、ジェンダー平等・男女共同参画社会の実現に向けた取組が総合

的かつ計画的に推進されます。  
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（３）本計画とＳＤＧｓの関連性 

本計画の内容については、ＳＤＧｓの 17 のゴールに繋がるものです。本市におけるＳ

ＤＧｓの達成に向けて、本計画の取組を推進します。 
 

【本計画に掲げる施策と関連するＳＤＧｓのゴール】 

 

１．貧困をなくそう 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧
困に終止符を打つ 

 

 

10．人や国の不平等をなくそう 

国内および国家間の格差を是正する 

 

２．飢餓をゼロに 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確
保と栄養状態の改善を達成するとと
もに、持続可能な農業を推進する 

 

 

11．住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住
を実現する 

 

３．すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を推進する 

 

 

12．つくる責任 つかう責任 

持続可能な消費と生産のパターンを
確保する 

 

４．質の高い教育をみんなに 

すべての人々に包摂的かつ公平で質
の高い教育を提供し、生涯学習の機
会を促進する 

 

 

13．気候変動に具体的な対策を 

気候変動とその影響に立ち向かうた
め、緊急対策を取る 

 

５．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダーの平等を達成し、すべて
の女性と女児のエンパワーメントを
図る 

 

 

14．海の豊かさを守ろう 

すべての人に水と衛生へのアクセス
と持続可能な管理を確保する 

 

６．安全な水とトイレを世界中に 

すべての人に水と衛生へのアクセス
と持続可能な管理を確保する 

 

 

15．陸の豊かさも守ろう 

陸上生態系の保護、回復および持続
可能な利用の推進、森林の持続可能
な管理、砂漠化への対処、土地劣化の
阻止および逆転、ならびに生物多様
性損失の阻止を図る 

 

７．エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 

すべての人々に手ごろで信頼でき、
持続可能かつ近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する 

 

 

16．平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発に向けて平和で包摂
的な社会を推進し、すべての人に司
法へのアクセスを提供するととも
に、あらゆるレベルにおいて効果的
で責任ある包摂的な制度を構築する 

 

８．働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進する 

 

 

17．パートナーシップで目標を 
達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を
強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する 

 

９．産業と技術革新の基盤を 
つくろう 

強靭なインフラを整備し、包摂的で
持続可能な産業化を推進するととも
に、技術革新の拡大を図る 
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３ 計画の性格 
 

○「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」とし

て位置付けられるものであり、本市の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に進めていくための基本計画です。 

○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第６条第２項に

基づく「女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（女性活躍推

進計画）」として位置付けるものです。 

○「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」第２

条の３第３項に基づく「市町村基本計画」として位置付けるものです。 

〇「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）」第８条第３項に基づ

く「市町村基本計画」として位置付けるものです。 

○国の「第６次男女共同参画基本計画」及び県の「第６次福岡県男女共同参画計画」との

整合性を図りながら策定・推進するものです。 

○「第５次八女市総合計画」（令和３年度～令和 12年度）の個別計画と位置付け、整合性

を図りながら、他の部門別計画とも関連性を持ちながら策定するものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八女市男女共同参画行動計画 

女性活躍推進計画 ＤＶ対策基本計画 
八女市困難な問題を抱える女性への 
支援基本計画 

八女市の各種計画 

〇総合計画 〇まち・ひと・しごと創生総合戦略 〇こども計画 

〇高齢者福祉計画 〇介護保険事業計画 

〇地域福祉計画 〇地域福祉活動計画 〇健康増進計画 

〇地域防災計画 〇社会教育計画 ○自殺対策計画 ○人権施策基本指針など ※順不同 

女性支援新法 

第８条第３項 ( ) 

女性活躍推進法 

第６条第２項 

配偶者暴力防止法 

第２条の３第３項 

男女共同参画社会基本法 

第 14条第３項 市町村は「市町村男女
共同参画計画」を定めるように努めなけ
ればならない。 

八女市男女共同参画のまちづくり条例 

第８条 市長は、男女共同参画施策を総合
的かつ計画的に推進していくため、「行動
計画」を定めなければならない。 

相
互
に 

連 

携 
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４ 計画の期間 
 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とします。

ただし、計画期間中に生じる社会経済状況の変化や各施策の進捗状況によって、必要に応じ

て見直しを行います。 
 

 

 

５ 計画の策定体制 
 

（１）八女市男女共同参画推進審議会における審議 

本計画の策定にあたっては、学識経験者や関係行政機関の職員、社会活動団体代表、公

募の委員で構成する｢八女市男女共同参画推進審議会」において、必要な事項について審

議を行いました。 
 

 

 

 

（２）パブリックコメントの実施 

計画案を本市ホームページ及び窓口で公表し、令和８年１月に計画内容に関する意見募

集を行いました。 
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６ 統計データからみる現状 
 

１ 人口の動向 
 

① 人口の推移と今後の推計（年齢３区分別） 

本市の人口は年々減少しており、令和７年の住民基本台帳によると 58,924 人となって

います。年齢３区分でみても、各区分ともに減少傾向となっています。高齢化率について

は増加傾向となっています。 
 

 

出典：総務省国勢調査（平成 12年～令和２年）、住民基本台帳（令和７年９月 30日現在）、 

国立社会保障・人口問題研究所（令和 12年～令和 27年） 

※年齢不詳に関して、平成 22年までは原数値、平成 27年・令和２年は不詳補完値による 
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② 人口ピラミッド 

本市の人口は 70～74歳が最も多く、年齢が下がるにつれて減少傾向となっています。 
 

 

出典：八女市住民基本台帳（令和７年９月 30日現在） 

 

２ 世帯数の推移 

本市の世帯数は増加傾向となっており、令和７年では 26,078世帯となっています。1世

帯当たり人員数は減少傾向にあり、令和７年においては 2.28人となっています。 
 

 
出典：八女市住民基本台帳（各年１月１日）  
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３ 八女市の出生率 

① 本市の出生率※1 

各年度における出生数は、平成 29 年から減少傾向となっており令和３年に一時的に増

加しますが、再び減少傾向となっています。 
 

 

出典：八女市住民基本台帳（各年３月） 
 

※1 出生率：出生数を総人口で除した数値です。（八女市住民基本台帳 各年３月） 

 
 

② 合計特殊出生率 

本市の合計特殊出生率※2は 1.67と、全国、県より高くなっています。 

この数字は、１人の女性が 15 歳から 49 歳までの間に出産する人数の平均を示してお

り、対象人口が少ない市町村が高くなる傾向にあります。 
 

 

出典：厚生労働省 平成 30年～令和４年 人口動態保健所・市区町村別統計の概況 

 

※2 合計特殊出生率：出産可能年齢（15歳から 49歳）の女性に限定し、各年齢の出生率を足し合わせ、 
一人の女性が生涯、何人のこどもを産むのかを推計したもの。 
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４ 女性の労働力率 

令和２年の女性の労働力率の状況をみると、15 年前と比較して全ての年齢層において

労働力率は全国、県より高くなっています。 
 

 
出典：総務省国勢調査 

 

５ 従業上の地位の状況 

令和２年の従業上の地位の状況をみると、男女とも「正規の職員・従業員」が最も高く

なっていますが、それ以外では、男性は「雇人のない業主」が、女性は「パート・アルバ

イト・その他」及び「家族従業者」の割合が高くなっています。 
 

 

出典：総務省国勢調査 
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１ 計画の基本理念 

 

誰もが社会のあらゆる分野において、対等な構成員として喜びも責任も共に分かち合い、

性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、誰もが生き生きと輝く男女共同参画のまち

づくりをめざし、この計画の基本理念を「個性が輝く、誰もが共に参画するまちづくり」と

します。 
 
 
 

 

 
 

      

２ 計画の基本目標 

基本理念を達成するため、次の４つの基本目標を設定します。評価指標のうち、女性の登

用率や参画率等に関するものは、女性がその候補者となりやすい環境整備に取り組むととも

に、それらの指標について、母数における女性の割合等を踏まえ、施策を展開していきます。 
 
 
 

 

  

個性が輝く、誰もが共に参画するまちづくり 

基本理念 

Ⅰ ジェンダー平等の意識づくり 
 

Ⅱ 誰もが共に参画する労働環境づくり 
 

Ⅲ 誰もが共に参画する地域づくり 
 

Ⅳ 誰もが自立し、安心して暮らせる生活への支援 
 



 

13 

３ 計画の体系 
 

基本目標 主要課題 基本的施策 

   

Ⅰ 

ジェンダー平等

の意識づくり 

１ 教育の場におけるジェ

ンダー平等の推進 

（１）学校教育におけるジェンダー平等の推進 

（２）教育に携わる者への啓発の推進 

２ ジェンダー平等に対す

る理解の促進 

（１）ジェンダー平等に関する広報・啓発活動 

（２）ジェンダー平等に関する学習の機会の提供 

３ 性の多様性に関する理

解の促進 
（１）性の多様性に関する教育・啓発の推進 

   

Ⅱ 

誰もが共に参画

する労働環境づ

くり 

（第２次八女市

女性活躍推進計

画） 

１ ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進 

（１）仕事と子育ての両立支援の充実 

（２）仕事と介護の両立支援の充実 

（３）ワーク・ライフ・バランスに関する 

啓発の充実 

２ 雇用の分野における女

性活躍の推進 
（１）誰もが働きやすい労働環境の整備 

３ 農林業における男女共

同参画の推進 

（１）男女のパートナーシップの確立 

（２）女性農林業者への支援 

４ 商工自営業における男女

共同参画の推進 

（１）就業環境の整備 

（２）女性自営業者への支援 
   

Ⅲ 

誰もが共に参画

する地域づくり 

１ 政策・方針決定への女

性の参画の促進 
（１）審議会・委員会等への女性の登用の促進 

２ 地域活動における男女

共同参画の推進 
（１）地域活動への女性の参画の促進 

３ 地域防災活動における

男女共同参画の推進 
（１）男女共同参画の視点に立った防災の促進 

   

Ⅳ 

誰もが自立し、

安心して暮らせ

る生活への支援 

１ 生涯を通じた健康づく

りの支援 

（１）生涯を通じた健康づくりの支援 

（２）妊娠・出産に関する健康づくりの支援 

２ 社会的な困難を抱えた

人への支援 

（八女市困難な問題を抱え

る女性への支援基本計

画） 

（１）ひとり親家庭に対する支援 

（２）高齢者・障がいのある人に対する支援 

（３）経済的困難を抱えた人に対する支援 

３ 配偶者等からの暴力の

根絶 

（第４次八女市ＤＶ対策基

本計画） 

（１）ＤＶに関する啓発の推進 

（２）ＤＶに関する相談・支援体制の強化 

  

行動計画を推進するための取り組み （１）庁内の推進体制の充実 
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計画の内容 
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１ 取組の方向性 
 

基本目標Ⅰ ジェンダー平等の意識づくり 
 

主要課題１ 教育の場におけるジェンダー平等の推進 

【現状と課題】 
本市では、保育・教育関係者に対し児童・生徒への人権教育の支援、発達段階に応じた

性教育の啓発、進路指導や学習活動を通じた男女平等の意識づくりを進めています。また、

児童・生徒の保護者が抱える教育課題について、専門家を配置した相談体制の充実を行っ

ています。 

市民アンケートでは、学校教育の場における男女平等について、「平等」と回答した割合

が 47.4％と最も高くなっています。一方「男性の方が優位」、「どちらかといえば男性優位」

も一定の割合が出ていることから、今後も教育現場における継続的な啓発が求められます。 

また、固定的性別役割分担意識※が無意識に形成されないよう授業内容のみならず、学

校の雰囲気や日常のやり取りから児童生徒が自然に学べるよう配慮することが重要です。 

さらに、教職員の理解促進に向け、研修等による啓発を進めます。 
 

※固定的性別役割分担意識：男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方 

 
 

（１）学校教育におけるジェンダー平等の推進 

【取組の方向性】 

➢ ジェンダー平等・人権尊重の視点に立った学校づくりを支援し、人権教育の推進

を図ります。 

➢ 固定的性別役割分担意識にとらわれず、個性を尊重した教育の充実を図ります。 

➢ 関係機関の連携により、児童・生徒や保護者の相談窓口の充実を図ります。 
 

（２）教育に携わる者への啓発の推進 

【取組の方向性】 

➢ 教育・保育に携わる職員に対し、人権尊重に関する啓発に努めるとともに、参加

可能な研修を周知し、人権意識を高めていきます。 

➢ 教職員が人権尊重の理念を十分に理解した指導者となるよう育成に努めます。 

➢ 社会教育に携わる関係者に対しジェンダー平等・人権尊重に関する意識を高めま

す。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

学校教育の場で男女平等と

思う市民の割合※１ 
47.4％ 49.0％ 

行政評価に係る市民

アンケート 
 

※１．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和６年９月）」では 70.4％、福岡県「男女共同

参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 49.4％ 

  

評価指標 
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主要課題２ ジェンダー平等に対する理解の促進 

【現状と課題】 

わが国は世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数※１（2025年）において、148か

国中 118位とＧ７では最下位となっています。本市においては、ジェンダー平等の推進を

「男女共同参画社会の実現」として位置付け、令和７年度にはジェンダー平等をテーマと

した講演会とパネルディスカッションを開催し、理解促進を図っています。 

市民アンケートでは、家庭での男女平等について、「男性の方が優位」、と「どちらかと

いえば男性優位」を合わせた「男性優位」とする割合が 50％を占めており、固定的性別役

割分担意識が依然として残っていると考えられます。 

ジェンダー平等への理解と意識を高めるには、市民との協働・連携による取組が重要で

あり、特にアンコンシャス・バイアス※２に気づき、「男女共同参画推進のための行政刊行

物等の作成に関するガイドライン」に沿った広報や多様な手段を通じた啓発を推進してい

く必要があります。 
 

※１ジェンダーギャップ指数：男女間の格差（ギャップ）を数値で示す国際的な指標 

※２アンコンシャス・バイアス：無意識の思い込み、偏見のこと 
 

 

（１）ジェンダー平等に関する広報・啓発活動 

【取組の方向性】 

➢ 男女共同参画に関する啓発記事や情報発信と、市民との協働による男女共同参画

情報誌を発行します。 

➢ 情報発信の際は「男女共同参画推進のための行政刊行物等の作成に関するガイド

ライン」に沿った表現を行います。 
 

（２）ジェンダー平等に関する学習の機会の提供 

【取組の方向性】 

➢ ジェンダー平等の理解を深める啓発事業を進めます。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

家庭で男女平等と思う市民

の割合※２ 
35.5％ 37.0％ 

行政評価に係る市民

アンケート 
 

※２．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和６年９月）」では 30.0％、福岡県「男女共同

参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 34.3％ 

 

  

評価指標 
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主要課題３ 性の多様性に関する理解の促進 

【現状と課題】 

性的少数者とは性的指向（好きになる対象）と性自認（自分の性をどのように認識して

いるか）が、一般的に見れば少数派ということで、総称する言葉として用いられます。 

性的指向や性自認の在り方は多様であり、これらを理由として差別や社会生活に支障が

あってはなりません。 

しかし、無理解や根強い偏見に苦しむ人々が少なくありません。 

そのため、多様な性的指向や性自認を持つ人々が、互いに人格と個性を尊重し合える社

会の実現を目指すことを目的に、令和５年「ＬＧＢＴ理解増進法」が施行されました。 

多様な性の在り方を認め合い、すべての人が自分らしく安心して暮らすことのできる社

会の仕組みづくりを進める必要があります。 

性の多様性を正しく理解できるよう、学校や地域などでの啓発を推進します。 
 

 

（１）性の多様性に関する教育・啓発の推進 
 

【取組の方向性】 
 

➢ 性の多様性についての理解促進に向けて、教育啓発を進めます。 
 

 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

性の多様性の理解度 （新規） （新規） 
行政評価に係る市民

アンケート 

 

 

  

評価指標 
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基本目標Ⅱ 誰もが共に参画する労働環境づくり 

 

主要課題１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【現状と課題】 

近年、企業・事業所等におけるワーク・ライフ・バランス※への取組や働き方改革が行

われる中で、本市では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、市民や企業・事業所等

に対し啓発や情報提供等を実施しました。また、子育てや介護など家庭の責任が特定の性

に偏る傾向もあり、男女がともに担う意識の醸成と労働環境の整備が求められます。 

すべての人が望むライフスタイルを実現するため、市民や企業・事業所等が共通認識を

もち、それぞれの能力を十分に発揮できる社会の構築に向けて、育児や介護と仕事の両立

支援を含む取組が必要です。 
 

※ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和が実現した社会 
 

 

（１）仕事と子育ての両立支援の充実 

【取組の方向性】 

➢ 「こども計画」に基づき、子育て支援の充実や子育て環境の整備、配慮が必要な

こどもと家庭に対する支援を行います。 
 

（２）仕事と介護の両立支援の充実 

【取組の方向性】 

➢ 「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、地域で支えあう環境づくりを

進めます。 
 

（３）ワーク・ライフ・バランスに関する啓発の充実 

【取組の方向性】 

➢ 市民や企業・事業所等に対し、市広報やホームページ等を活用して、ワーク・ラ

イフ・バランスに関する啓発や情報提供を行います。 

➢ ワーク・ライフ・バランスを実現するための情報提供を行います。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

男性一般職員の育児休業取

得率※３ 
42.8％ 50.0％ 人事課調べ 

 

※３．総務省「令和５年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査（令和６年 12月）」では市町村平

均 59.6％  

評価指標 
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主要課題２ 雇用の分野における女性活躍の推進 

【現状と課題】 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」および「次世代

育成支援対策推進法」により、常時雇用する労働者が 101人以上の事業主には「一般事業

主行動計画」の策定が義務付けられています。これは、企業が職場環境の課題を自主的に

解決し、女性や子育て世代が安心して働ける環境を整えることを目的としています。本市

でも本計画と併せて「八女市女性活躍推進計画」を策定し、昇任・登用・両立支援・労働

環境整備などの状況を把握・分析し、目標と取組を実施しています。 

市民アンケートでは、職場での男女平等について、「どちらかといえば男性優位」が

40.0％と最も多く、「平等」が 30.5％となっており、男女の地位は男性優位とみられます。 

女性が男性と対等の立場で活躍し、働きやすい職場環境の実現には、仕事と家庭生活の

両立支援制度の充実に加え、職場の風土や習慣の改善、理解促進に向けた啓発や情報提供

の充実が求められます。また、女性が安心して能力を発揮できるよう、ハラスメントのな

い職場環境づくりに向けて、引き続き対策を講じていきます。 
 

 

（１）誰もが働きやすい労働環境の整備 

【取組の方向性】 

➢ 市広報やホームページ等を活用して、女性の就労支援に関する情報提供を行いま

す。 

➢ 企業・事業所が女性活躍推進法および次世代育成支援対策推進法に基づく一般事

業主行動計画を策定するにあたって、必要な支援を商工会議所・商工会を通して

啓発・情報提供を行います。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

職場で男女平等と思う市民

の割合※４ 
30.5％ 32.0％ 

行政評価に係る市民

アンケート 
 

※４．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和６年９月）」では 25.8％、福岡県「男女共同

参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 27.1％ 
  

評価指標 
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主要課題３ 農林業における男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

農林業は本市の基幹産業です。人口減少など社会情勢の変化により、農業の多様な担い

手の確保が課題となるなか、女性農業者の育成と経営参画の重要性が増しています。家族

経営協定※の推進などにより、女性が意欲と能力を十分に発揮できる環境づくりが求めら

れます。 

また、本市は山間地が広く、スギ等の人工林の素材生産が盛んです。しかし、林業従事

者の高齢化は深刻で、担い手の維持・確保は喫緊の課題です。女性を含めた多様な人材が

参入し活躍できるようにするために、相談窓口の周知、相談者の確保など相談体制の充実

に加えて、女性が働きやすい作業環境の改善などに努めます。 

農林業全体の活性化のためにも、意思決定機関への女性の参画を進め、農林業を男女が

共に担うことができるパートナーシップを確立することが重要です。 
 

※家族経営協定：農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる 
農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境 
などについて取り決める協定のこと 

 

 

（１）男女のパートナーシップの確立 

【取組の方向性】 

➢ 農業者の就業条件の整備や、農業経営への女性の参画推進のため、家族経営協定

の締結を進めます。 

➢ 女性農村アドバイザーの育成と農村女性グループの支援を行います。 
 

（２）女性農林業者への支援 

【取組の方向性】 

➢ 関係機関と連携し、女性人材の育成をめざす研修会等の開催や情報提供を行いま

す。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

認定農業者における女性農

業者の割合 
5.8％ 7.0％ 農業振興課調べ 

  

評価指標 
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主要課題４ 商工自営業における男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

本市は、様々な地場産業、観光関連サービスなど多様な商工自営業によって地域経済が

支えられています。女性も家族経営やサービス業、小売業などを中心に幅広く従事し、地

域経済を支える重要な担い手となっています。 

全国的に小規模事業者・自営業者の代表者に占める女性の割合は約２割にとどまり、本

市も同様の傾向が見られます。家族従事者として働いていても、経営権限など意思決定へ

の参画機会は限られています。夫婦で営む事業体では、女性が補助的役割にとどまり、経

営スキルの向上やリーダーシップを発揮する場に出にくい傾向が課題となっています。 

そのためにも、経営への女性の参画を進める啓発や情報提供を行うとともに、女性の起

業や商工団体の役員への登用を促進するための啓発を行っていくことが重要です。 
 

 

（１）就業環境の整備 

【取組の方向性】 

➢ 商工自営業における男女共同参画推進に関し、啓発や情報提供を行います。 
 

（２）女性自営業者への支援 

【取組の方向性】 

➢ 商工団体に理解を求め、役員への女性の登用を進めるよう啓発を行います。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

女性にとって働きやすいと

思う市民の割合 
（新規） （新規） 

行政評価に係る市民

アンケート 

  

評価指標 
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基本目標Ⅲ 誰もが共に参画する地域づくり 

 

主要課題１ 政策・方針決定への女性の参画の促進 

【現状と課題】 

男女共同参画のまちづくりを実現するためには、政策や方針を決定する過程への女性の

参画を進めることが重要です。 

第５次八女市男女共同参画行動計画では、市の審議会・委員会等における女性委員の割

合の向上のため、関係各課より委員募集の広報活動や各団体への協力要請を実施しました。

審議会・委員会等により登用率の向上、目標値への達成等の状況の違いはありますが、第

６次行動計画の期間内での目標登用率を達成するよう全庁をあげて女性委員の登用を進

めます。また、推進にあたっては、課題やプロセスを考慮する必要があります。 
 

 

（１）審議会・委員会等への女性の登用の促進 

【取組の方向性】 

➢ 市の審議会・委員会等への女性委員の登用を進めます。 

➢ 全庁的に意義・目的を共有し、選出区分の見直しなど具体的な対策を検討します。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

審議会等の女性委員登用率
※５ 

30.4％ 40.0％ 
人権・同和政策・男女

共同参画推進課調べ 
 

※５．内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ（令和７年３月）」では 42.0％、福岡県

「福岡県審議会等における女性委員の登用状況（令和６年４月）」では 42.3％ 

 

  

評価指標 
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主要課題２ 地域活動における男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

本市では人口減少や少子高齢化が進み、地域のつながりを支える活動や伝統行事を受け

継ぐ人材の確保が課題です。誰もが暮らしやすい地域にするためには、性別や年代を問わ

ず、多様な人が地域活動に参加することが大切です。 

市民アンケートでは、地域活動・社会活動での男女平等について、「どちらかといえば男

性優位」が 40.5％と最も高く、次いで「平等」27.6％となっており、地域活動や社会活動

において、意思決定や役割分担において男性が優位と感じられている傾向が強いことを示

しています。また、社会通念・慣習・しきたりなどについては、「どちらかといえば男性優

位」が 43.4％と最も高く、３番目に「平等」14.5％となっており、社会規範や地域の慣習

自体が、性別役割分担を固定化する方向に働いている可能性があります。 

活力ある地域づくりのためにも、地域活動における固定的性別役割分担意識の解消を図

り、女性の参画を進めていく必要があります。 
 

 

（１）地域活動への女性の参画の促進 

【取組の方向性】 

➢ まちづくり団体や行政区（自治会・町内会）などが行う地域活動の企画運営にお

いて、女性の参画が進むよう啓発や情報提供を行います。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

地域活動・社会活動で男女

平等と思う市民の割合※６ 
27.6％ 30.0％ 

行政評価に係る市民

アンケート 

社会通念・慣習・しきたり

などで男女平等と思う市民

の割合※７ 

14.5％ 16.0％ 
行政評価に係る市民

アンケート 

 

※６．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和６年９月）」では 40.3％、福岡県「男女共同

参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 33.2％ 

※７．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和６年９月）」では 16.3％、福岡県「男女共同

参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 11.7％ 

 

  

評価指標 
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主要課題３ 地域防災活動における男女共同参画の推進 

【現状と課題】 

近年、全国的に自然災害が激甚化・頻発化しており、本市においても、平成 24 年７月

九州北部豪雨及び令和５年７月豪雨の際には、各地で甚大な被害をもたらしました。 

そのような中で、地域防災活動における男女共同参画の推進は、災害への備えを強化し、

地域社会の防災力を向上させるために重要な要素ですが、依然として多くの課題が存在し

ていると言われています。 

地域の防災活動には男性の参加が多く、意思決定の場において女性の存在が限られてい

ることが挙げられます。この不均衡は、女性の視点やニーズが十分に反映されにくい状況

を生み出しています。 

このような状況を改善するためには、防災活動に関する意思決定プロセスに女性の参画

を進めるとともに、避難所の受け入れ体制や従事職員の配置体制などに女性の視点やニー

ズを反映させる必要があります。また、地域の防災教育や啓発活動において、男女共同参

画の重要性に対する理解を促進することも重要です。 
 

 

（１）男女共同参画の視点に立った防災の促進 

【取組の方向性】 

➢ 地域防災活動において、女性が意思決定の場で積極的に参画できるよう推進しま

す。 

➢ 災害対応における男女共同参画の視点について、啓発や情報提供を行います。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

防災会議への女性の参画率
※８ 

30.0％ 33.0％ 防災安全課調べ 

 

※８．内閣府「令和６年版 防災白書」では全国平均 21.8％、市町村平均 10.8％、福岡県 23.0％ 

  

評価指標 
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基本目標Ⅳ 誰もが自立し、安心して暮らせる生活への支援 

 

主要課題１ 生涯を通じた健康づくりの支援 

【現状と課題】 

生涯を通じて健康を保つことは、一人ひとりが能力を発揮し、いきいきと暮らすために

重要です。「人生 100 年時代」といわれる今、若い時期からの健康づくりへの支援が求め

られます。特定健診や各種がん検診の受診、広報等による情報提供や健康相談など、自身

の健康状態や生活習慣を見直す機会を提供することが必要です。 

誰もが互いの身体的特徴を理解し、健康への知識と理解を深め、心身の健康を維持・向

上させる取組を行います。 
 

 

（１）生涯を通じた健康づくりの支援 

【取組の方向性】 

➢ 健康診断を通じて、自己管理できるように健診結果の説明等を行い、生涯を通

じた健康づくりの支援に取り組みます。 

➢ 女性特有のがんである乳がん、子宮がん検診の啓発に努め、予防に取組みます。 
 

（２）妊娠・出産に関する健康づくりの支援 

【取組の方向性】 

➢ 妊婦が安心して出産し、乳幼児が健全に成育するため、各種健康診査を実施する

とともに、健康相談や訪問指導を通じて育児不安等の軽減を図ります。 

➢ 妊娠・出産・育児に関する正しい知識の普及や相談体制の強化等に努めます。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

特定健康診査受診率※９ 42.1％ 60.0％ 
第３期保健事業実施

計画より 

乳がん検診受診率※10 37.2％ 
 

健康推進課調べ 

子宮がん検診受診率※11 27.5％ 
 

健康推進課調べ 

特定妊婦※及び要支援妊婦

の訪問・面談の実施割合 
90.0％ 95.0％ 子育て支援課調べ 

      ※特定妊婦：出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

※９．「特定健診等データ管理システム（令和５年度）」では全国 38.3％、福岡県 35.7％ 

※10．厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告（令和５年度）」では全国 16.0％、福岡県 13.3％ 

※11．厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告（令和５年度）」では全国 15.8％、福岡県 14.7％  

評価指標 
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主要課題２ 社会的な困難を抱えた人への支援 

（八女市困難な問題を抱える女性への支援基本計画） 

【現状と課題】 

近年、貧困やＤＶ※、性暴力、望まない妊娠、虐待、犯罪被害、居住不安など、複数の困

難を複合的に抱える女性が増加しています。特に単身女性や若年女性にその傾向が顕著で

あり、コロナ禍では、こうした女性たちの生活困窮や孤立がさらに深刻化しました。従来

の婦人保護事業は「売春防止」を主たる目的とした制度であり、現代の多様化した困難に

は十分に対応できていませんでした。こうした現状を踏まえ、令和６年度には「困難な問

題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、性別に基づく差別や暴力の根絶、包

括的・切れ目のない支援の提供が制度化されました。 

ひとり親家庭、特に母子家庭では非正規雇用の割合が高く、経済的・精神的に不安定に

なりやすい状況です。これはこどもの貧困にもつながるため、支援の充実が必要です。 

本市では高齢化率が 36.6％に達しており、75 歳以上の６割以上が女性です。また、障

がいのある人が複合的な課題を抱えることも多く、自立支援や相談機能の充実、生活環境

の改善が求められます。 

これらの経済的困難や複合的な課題に対応するためには、関連制度の周知や就業支援、

および相談体制の強化が重要です。 

※ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者や恋人など親密な関係にある、または、 
あった者から振るわれる暴力 

（１）ひとり親家庭に対する支援 

【取組の方向性】 

➢ 経済的自立を支援するため事業の周知を行うとともに、相談機能の充実を図りま

す。 

（２）高齢者・障がいのある人に対する支援 

【取組の方向性】 

➢ 地域で安心して暮らせるよう、生活支援体制の整備や相談機能の充実を図ります。 

➢ 誰もが安心して利用できるよう、公共施設や道路などのバリアフリー化を進めま

す。 

（３）経済的困難を抱えた人に対する支援 

【取組の方向性】 

➢ 各種制度の周知や生活や就業などの支援に取り組み、相談機能の充実を図ります。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

「やめ女性のための相談電

話」を知っている市民の割

合 

33.0％ 50.0％ 
行政評価に係る市民

アンケート 
  

評価指標 
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主要課題３ 配偶者等からの暴力の根絶 

（第４次八女市ＤＶ対策基本計画） 

【現状と課題】 

平成 13 年度施行の配偶者暴力防止法は、令和６年４月の改正により、重い精神的被害

にも接近禁止命令の対象を拡大するなど、保護命令制度の充実や違反への厳罰化が進めら

れました。被害発生から生活再建まで切れ目のない支援を行うため、法定協議会の設置な

ど多機関連携の仕組みも盛り込まれています。 

市民アンケートでは、8.2％の市民がＤＶ被害の経験があると回答しており、潜在的な

被害者も多くいると考えられます。 

本市では専門の女性相談支援員を配置し相談に対応しています。しかし、被害者が必要

な支援を受けられるよう、相談窓口の周知や支援体制の充実が引き続き求められます。ま

た、被害者が最初に接触する可能性のある市役所窓口での初期対応の質は非常に重要です。

そのため、関係職員がＤＶに対する理解を深め、庁内外の関係機関との連携強化も必要で

す。 
 

 

（１）ＤＶに関する啓発の推進 

【取組の方向性】 

➢ 市の広報紙やホームページ等を活用して、ＤＶ防止に関する啓発や支援に関する

情報提供を行います。 

➢ 学校などを通じ、若年者に対してデートＤＶ防止に関する啓発を行います。 
 

（２）ＤＶに関する相談・支援体制の強化 

【取組の方向性】 

➢ 女性相談支援員を設置し、ＤＶをはじめとした女性からの相談に対応します。 

➢ ＤＶ被害者支援庁内ネットワーク部会を中心に、庁内連携の強化を図ります。 
 

 

評価指標 現状値 目標値 数値の根拠 

ＤＶを受けたことのある市

民の割合※12 
8.2％ 7.0％ 

行政評価に係る市民

アンケート 
 

※12．福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査（令和７年３月）」では 13.5％ 

  

評価指標 
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【行動計画を推進するための取り組み】 

第６次計画の多岐にわたる取組を確実に進めるため、全庁的な推進体制の整備と進捗管

理が不可欠です。男女共同参画推進協議会を定期開催し、課題の共有と職員理解を深める

啓発を行います。 

市内事業所での仕事と生活の両立支援や女性の活躍推進に向け、事業主としての八女市

自ら率先して取り組むことが重要です。本市では、八女市男女共同参画推進審議会より提

言された事業報告の各課への周知や行動計画の進捗状況の公開を行うとともに、女性活躍

推進法に基づき、女性職員の採用・役職等への登用や男性職員の育児休業取得に関する目

標を設定した行動計画を策定し、引き続き人材育成や職場環境整備を進める必要がありま

す。 

施策の進捗や内容については、推進審議会の意見を踏まえ、市民に公開し、声を施策に

反映していきます。 
 

 

庁内の推進体制の充実について、下記の３項目の取組を進めます。 

①男女共同参画推進協議会を開催して課題の共有と全体化を図り、行動計画を推進しま

す。 

②女性職員が活躍できる環境整備のため、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

を推進します。 

③職員のワーク・ライフ・バランスを実現するため、次世代育成支援対策推進法に基づ

く特定事業主行動計画を推進します。 
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２ 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制の充実 

策定後の取組についての調査・報告を実施し、庁内各課の連携と整合のとれた施策の推

進を図るとともに、審議会の中で各種調査審議を行い、本計画の推進状況等について、広

く市民に公表していく必要があります。 
 

 

 

２ 庁内各課の役割の強化 

計画の推進体制が効果的に機能するよう、関係各課は男女共同参画関連施策について積

極的に関与、推進に努め、当該施策について男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を把握

し、それぞれの施策において、直接または間接的に男女共同参画の視点を反映させるよう

に努める必要があります。 

また、男女共同参画の推進には、各課の総合的かつ横断的な取組が必要なことへの認識

を深め、連携、協力しながら推進していくことが大切です。 
 

 

 

３ 市⺠と事業者、⾏政の連携及び協働での取組 

誰もがともに自立し支えあう理想的な地域社会は、行政をはじめ、それぞれの主体が連

携し、協働しなければ実現できません。このため、本計画においては、地域における男女

共同参画ネットワークづくりを推進しながら、それぞれの主体が取り組むべき役割を明確

にし、誰もがともにいきいきと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現を目指してい

く必要があります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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１ 用語解説 

■男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会（男女共同参画社会基本法第２条）。 
 

■アンコンシャス・バイアス 

無意識の思い込み、偏見のこと。アンコンシャス・バイアス自体に良し悪しはありません

が、人の考え方や価値観の多様化が進む中では、バイアスが決めつけを助長し、悪影響を及

ぼすことも散見されるようになりました。アンコンシャス・バイアスには様々な性質のもの

があり、そのうち「ステレオタイプバイアス」は、人の属性や一部の傾向に対する先入観や

固定観念のことを指します。例えば「男性は外で働き、女性は家庭を守るもの」「九州の人は

お酒に強い」などです。特に、性別に対するステレオタイプは「ジェンダーバイアス」と呼

ばれ、固定的性別役割分担意識を助長する思い込みの一つとして注目を集めています。 
 

■固定的性別役割分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわら

ず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女

性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことです。 
 

■ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和が実現した社会とは、一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期とい

った人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会のこと。誰もが、仕事、家

庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展

開できる状態をいいます。 
 

■ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セ

ックス／sex）があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた

「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の性別を「社会的・文化的に形成され

た性別」（ジェンダー／gender）といいます。 
 

■ジェンダーギャップ指数 

男女間の格差（ギャップ）を数値で示す国際的な指標です。世界経済フォーラム（ＷＥＦ）

が毎年発表しており、各国の男女平等の状況を比較するために使われています。 
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■性の多様性 

性的少数者（ＬＧＢＴＱ＋）を含むすべての人の性のあり方が多様であることを認め、性

別、性自認、性的指向、性表現などに関する個人の違いを互いに尊重し合う考え方をいいま

す。 
 

・ＬＧＢＴＱ＋ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、ト

ランスジェンダー（出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人）、クエスチョニン

グ／クィア（自らの性のあり方を探っている人や多様な性のあり方）などを含む総称であ

り、「＋」は、これら以外にも多様な性のあり方が存在することを示しています。 
 

■ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あった者から振るわれる暴力。暴力の形態

には、なぐる、蹴るなどの「身体的暴力」、大声で怒鳴る、言葉で相手の心を傷つけるなどの

「精神的暴力」、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」、いやがっているのに性的行為を強

要するなどの「性的暴力」があります。被害者は多くの場合女性であり、配偶者からの暴力

などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。また、暴力の原

因としては、「夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない」といった社会通念や、妻に

収入がない場合が多いといった男女の経済的格差などの構造的問題も大きく関係していま

す。また、交際中のカップル間で起こる「デートＤＶ」では、中高生など 10～20代の若い人

の被害が問題になっています。 
 

・デートＤＶ 

配偶者ではない、恋人など親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことです。殴る・

蹴るなどの身体的暴力だけでなく、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要なども含まれます。 
 

■困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法） 

2024 年４月施行。ＤＶや性被害、困窮といった多様な困難に直面する現代の女性に対し、

相談から自立までを包括的に支援するための法律です。 
 

■家族経営協定 

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、経営方針や役

割分担、世帯員全員が働きやすい就業環境等について取り決める協定のことです。 
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■こども計画 

こども基本法並びにこども大綱に基づき令和７年３月策定。 

「子ども・若者計画」「次世代育成支援行動計画」「子どもの貧困対策推進計画」 

「子ども・子育て支援事業計画」を内包する計画です。 
 

■高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

介護保険の安定した運営と地域共生社会の実現の一端を担う地域包括ケアシステムのさ

らなる深化・推進を図ることを目的として、次の３つの計画を一体のものとして策定してい

る計画です。 
 

・高齢者福祉計画  

高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第 20条の８第１項の規定に基づき 

策定する計画であり、介護保険事業計画を包括する上位の計画と位置付けられ、 

両計画の連携と調和を保つため一体的な計画として、介護保険給付対象者のみ 

ならず､給付対象外の高齢者福祉サービスを含めた高齢者福祉事業全般にわたる 

供給体制の確保に関する総合的な計画 
 

・介護保険事業計画  

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第 117条の規定に基

づき策定する計画 
 

・成年後見制度の利用促進に関する市町村計画  

成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14条第１項の規定に基づき策定する計画 

  



 

35 

２ 八女市男女共同参画推進審議会委員名簿 
 

氏 名 団 体 名 

井 手 勝 彦 八女市行政区長会 

小 川 栄 一 本庁推薦 

狩 野 啓 子 久留米大学名誉教授 

久 間 まり子 上陽支所推薦 

角   康 平 連合福岡南筑後地域協議会 

中 司   薫 矢部支所推薦 

中 野 直 美 星野支所推薦 

中 村 哲 也 八女市社会福祉協議会 

中 村 芳 子 立花支所推薦 

西 村 直 樹 本庁推薦 

野 中 幸 作 八女市人権・同和教育研究協議会 

樋 口 京 子 黒木支所推薦 

樋 口 高 之 八女商工会議所 

三 角 真 弓 八女市議会 

森 内 利 佳 市民公募 

山 下 芳 子 福岡八女農業協同組合 

吉 田 敏 子 八女市商工会 

芳 野 治 子 福岡県南筑後保健福祉環境事務所 

《事務局》人権・同和政策・男女共同参画推進課、福祉課 

（任期：令和７年 10月 17日〜令和９年 10 月 16日） 

（50音順） 
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３ 八女市男女共同参画行動計画策定経緯 
 

  

年 月日 会議名等 議題 

令和７年 

10月 17日 

令和７年度 

第２回八女市男女共同参画

推進審議会 

・第６次八女市男女共同参画行動計画の

策定について 

①計画期間について 

②行動計画（素案）の要点について 

・第２次八女市女性活躍推進計画 

として位置付け 

・第４次八女市ＤＶ対策基本計画 

として位置付け 

・八女市困難な問題を抱える女性への

支援基本計画として位置付け 

11月 14日 

令和７年度 

第３回八女市男女共同参画

推進審議会 

・第６次八女市男女共同参画行動計画 

（素案）について 

12月 12日 

令和７年度 

第４回八女市男女共同参画

推進審議会 

・第６次八女市男女共同参画行動計画 

（素案）について 

令和８年 

１月 19日 

～２月２日 
パブリックコメント実施 

２月 18日 

令和７年度 

第５回八女市男女共同参画

推進審議会 

・パブリックコメント実施結果について 

・第６次八女市男女共同参画行動計画に

関する答申（案）について 
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４ 八女市男女共同参画行動計画関連法・条例 

八女市男女共同参画のまちづくり条例 

八女市男女共同参画のまちづくり条例 
平成１６年３月２３日 

条例第１３号 
目次 

前文 
第１章 総則(第１条―第７条) 
第２章 基本的施策(第８条―第１９条) 
第３章 諮問機関の設置(第２０条) 
第 4章 補則(第２１条) 
附則 
 
八女市は、自然と緑に恵まれた農業、歴史と伝統

のまちとして発展してきました。 
近年における社会経済情勢は、少子高齢化や核家族
化、女性の社会進出等、急激な変化をきたしてお
り、新しい対応が求められています。 

一方、今なお性別による差別や固定化された役割
分担に基づく慣行又は意識が見受けられ、男女共同
参画のまちづくりには多くの課題が残っています。 

このため、本市では、国が制定した男女共同参画
社会基本法に基づき、男女共同参画行動計画を策定
し、男女共同参画を推進するための施策に取り組ん
でいます。 

市、市民及び事業者の協働による男女共同参画の
推進を２１世紀における本市の重要な課題と位置付
け、男女が、お互いの身体的特徴を理解したうえ
で、人権を尊重しつつ、社会経済情勢の変化に対応
し、社会のあらゆる分野において対等な構成員とし
て喜びも責任も共に分かち合い、性別にかかわりな
く、個性と能力を十分に発揮し、誰もが生き生きと
輝く男女共同参画のまちづくりのため、この条例を
制定します。 

 
第１章 総則 

(目的) 
 
第１条 この条例は、本市における男女共同参画の

推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市
民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市
が実施する男女共同参画の推進に関する基本的施
策を定め、総合的かつ計画的な推進による男女共
同参画のまちづくりを目的とする。 

 
(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者及び市内の事
業所に通勤し、又は市内の学校等に通学する
者をいう。 
(２) 事業者 市内において事業を行う個人
及び法人その他の団体をいう。 
(３) 男女共同参画 男女が社会の対等な構
成員として、自らの意思によって社会のあら
ゆる分野における活動に参画する機会が確保

されることにより、男女が等しく政治的、経
済的、社会的及び文化的な利益を受けること
ができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 
(４) 積極的改善措置 前号に定める機会に
ついての男女間の格差を改善するため必要な
範囲において、男女のいずれか一方に対し、
当該機会を積極的に提供することをいう。 
 

(基本理念) 
第３条 男女共同参画は、次の基本理念に基づいて
推進されなければならない。 

(１) すべての人が、直接的又は間接的であ
るかを問わず性別による差別を受けることな
く、人権が尊重され、自らの意思と責任にお
いて個人として能力を発揮する機会が確保さ
れること。 
(２) すべての人が、性別によって慣習的に
固定された役割分担に基づく慣行又は意識に
縛られることなく自らの意思と責任において
社会における活動の選択ができるよう配慮さ
れること。 
(３) すべての人が、社会の対等な構成員と
して、市における政策又は地域及び民間の団
体における方針の決定に参画する機会が確保
されること。 
(４) 家族を構成する男女が、お互いの協力
と社会の支援の下に、次世代を担う子の養
育、介護その他の家庭生活において、家族の
対等な一員としての役割を果たし、かつ、就
労をはじめとする社会活動に参画できるよう
配慮されること。 
(５) 教育が男女共同参画の意識の形成につ
いて重要な役割を果たすため、学校教育、社
会教育、幼児教育、家庭教育等あらゆる教育
の場において、人権の尊重と男女共同参画を
推進すること。 
(６) 男女共同参画のまちづくりは、国際社
会における取組や成果と密接な関係を有して
いることを考慮して、平和を基盤とした国際
的協調の下に行うこと。 
 

(市の責務) 
第４条 市は、男女共同参画社会基本法(平成１１
年法律第７８号)第９条及び前条に定める基本理
念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共
同参画を市の重要な課題として位置付け、男女共
同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含
む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を
総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図ると
ともに、市民及び事業者と協力して男女共同参画
推進施策を実施しなければならない。 
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３ 市は、その実施する男女共同参画推進施策以外
の施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配
慮しなければならない。 

 
(市民の役割) 

第５条 市民は、基本理念について理解を深め、家
庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分
野において、積極的に男女共同参画を推進するよ
う努めなければならない。 

 
(事業者の役割) 

第６条 事業者は、基本理念について理解を深め、
その事業活動において、積極的に男女共同参画を
推進するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、就労者の雇用上の均等な機会及び待
遇を図るとともに、育児、介護等の家庭における
役割を果たしつつ職業生活を営むことができるよ
う、就労に関する条件及び環境の整備に努めなけ
ればならない。 

３ 事業者は、就労者に対し、男女共同参画の推進
に関する情報を提供するよう努めなければならな
い。 

 
(性別による差別の禁止等) 

第７条 すべての人が、家庭、職場、学校、地域そ
の他の社会のあらゆる分野において、性別による
差別的な取扱いをしてはならない。 

２ すべての人が、他の者の意思に反し、性的な言
動により不快感や不利益を与え、又はその生活環
境を害することをしてはならない。 

３ すべての人が、配偶者(婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。)その他の親密な関係にある者に対して身体
的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力
行為をしてはならない。 

４ すべての人が、性同一性障害を理由とする差別
をしてはならない。 

５ すべての人が、公衆に表示する情報において、
性別による差別又は男女間における暴力等を助長
する表現及び男女共同参画推進施策の妨げとなる
表現を行わないよう配慮しなければならない。 

 
第２章 基本的施策 

(行動計画の策定) 
第８条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的か

つ計画的に推進していくため、男女共同参画に関
する行動計画(以下「行動計画」という。)を定め
なければならない。 

２ 行動計画は、次に掲げる事項について定めるも
のとする。 

(１) 総合的な男女共同参画推進施策の大綱 
(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参
画推進施策を総合的に推進するために必要な
事項 

３ 市長は、行動計画を定めたときは、速やかにこ
れを公表しなければならない。 

４ 市長は、毎年、行動計画の実施状況について報
告書を作成し、公表しなければならない。 

５ 行動計画の変更については、第３項の規定を準
用する。 

 
(調査研究等) 

第９条 市は、男女共同参画を推進するために必要
な情報収集及び調査研究を行うものとする。 

 
(啓発活動等) 

第１０条 市は、男女共同参画に関する市民の関心
と理解を深めるため、積極的に情報の提供及び啓
発活動を行うものとする。 

 
(教育の充実等) 

第１１条 市は、基本理念に基づいて、あらゆる教
育の場で、人権意識の向上と男女共同参画を推進
する教育の充実を図らなければならない。 

２ 市は、職場、学校、地域等において、男女共同
参画の推進にかかわる人材の育成に努めるものと
する。 

 
(家庭への支援) 

第１２条 市は、基本理念に基づき、家族を構成す
る男女が、育児、介護等の家庭における役割を協
力して担うことができるよう、情報提供、相談そ
の他の必要な支援を行わなければならない。 

 
(雇用への支援) 

第１３条 市は、関係機関と連携し、事業者に対し
て、雇用の分野における男女共同参画の推進を図
るための支援を行わなければならない。 

 
(農業者への支援) 

第１４条 市は、本市の基幹産業の１つである農業
における男女共同参画を推進するために、男性と
ともに主要な役割を担う女性が、家庭及び社会の
対等な構成員として適正な評価を受け、経営又は
社会活動への参画及び能力の開発がされ、家庭生
活との両立ができるよう、必要な情報の提供、助
言その他の支援を行うよう努めなければならな
い。 

 
(自営業者への支援) 

第１５条 市は、商工業その他の自営業における男
女共同参画を推進するために、男女が、家庭及び
社会の対等な構成員として、経営における役割に
ついて適正な評価を受け、自らの意思によって経
営若しくはこれに関連する活動への参画及び能力
の開発がされ、家庭生活との両立ができるよう、
必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう
努めなければならない。 

 
(団体への支援と連携) 

第１６条 市は、市内で活動を行う団体における男
女共同参画を推進するため、当該団体に対し啓発
及び情報の提供その他の支援を行わなければなら
ない。 

２ 市は、基本理念に基づく男女共同参画の推進に
ついて自主的な活動を行う団体と連携を図るとと
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もに、当該活動に必要な情報の提供その他の支援
を行うものとする。 

 
(補助金交付団体への措置) 

第１７条 市は、運営又は活動に対する補助金等の
助成を行っている団体に対して、必要があると認
めるときは、男女共同参画の推進を求めることが
できる。 

 
(苦情等の申出) 

第１８条 すべての人が、男女共同参画の推進を阻
害し、若しくは阻害のおそれがあるとき、又は市
内において性別による差別的取扱いその他の男女
共同参画の推進を阻害する要因によって人権の侵
害(以下「人権侵害」という。)を受けたときは、
苦情又は救済の申出又は相談をすることができ
る。 
(平２２条例２７・平３１条例２・一部改正) 

 
(苦情等の処理) 

第１９条 市長は、市が実施する男女共同参画の推
進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を
及ぼすと認められる施策について、苦情又は救済
の申出があった場合は、当該申出を適切に処理す
るように努めなければならない。 

２ 市長は、前項の申出があった場合において、必
要と認めるときには、八女市男女共同参画推進審
議会の意見を聴くものとする。 
(平３１条例２・全改) 
 
第３章 諮問機関の設置 

(設置) 
第２０条 市は、市長の諮問に応じ、行動計画の策

定及び変更等の重要事項について調査審議し、又
は男女共同参画推進施策の実施状況若しくは前条
に規定する苦情の処理について意見を聴くため、
八女市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」
という。)を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運
営に関し必要な事項は、規則で定める。 
(平３１条例２・旧第２４条繰上・一部改正) 
 
第４章 補則 

(委任) 
第２１条 この条例の施行について必要な事項は、

市長が別に定める。 
(平３１条例２・旧第２５条繰上) 
 

附則 
(施行期日) 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行す
る。ただし、第１９条から第２３条まで及び附則
第３項の規定は、平成１６年７月１日から施行す
る。 
(みなし規定) 

２ この条例の施行の日前に策定されている行動計
画は、第８条の規定にかかわらず、その有効期間
に限り、同条の規定に基づいて策定されたものと
みなす。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部改正) 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例(昭和３１年八女市条例第 34号)
の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 
附則(平成１８年６月２６日条例第１７号) 
この条例は、平成１８年１０月１日から施行

する。 
附則(平成２２年１２月１３日条例第２７号)抄 

(施行期日) 
１ この条例は、平成２３年１月１日から施行す
る。 
附則(平成３１年２月２８日条例第２号) 

(施行期日) 
１ この条例は、平成３１年４月１日から施行す
る。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部改正) 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例(昭和３１年八女市条例第３４号)
の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 
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八女市男女共同参画推進審議会規則 

八女市男女共同参画推進審議会規則 

平成１６年３月２３日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八女市男女共同参画のまち

づくり条例（平成１６年八女市条例第１３号）

第２０条第２項の規定に基づき、八女市男女共

同参画推進審議会（以下「審議会」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。(平３１

規則６・一部改正) 

 

（組織） 

第２条 審議会は、１８人以内の委員をもって組

織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

（１） 知識経験者 

（２） その他市長が適当と認める者 

３ 委員の構成は、いずれかの一方の性が委員総

数の４割未満であってはならない。 

４ 委員は、公募による委員を含まなければなら

ない。(平２１規則８７・一部改正) 

 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定め、副

会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

ときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集

し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。 

３ 審議会の会議について、必要があると認める

ときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又

は意見を聴くことができる。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（部会） 

第６条 審議会に特定の事項を調査審議させる

ため、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、審議会の議を経て会

長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属

すべき委員の互選によってこれを定める。 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民部人権・同和政策・

男女共同参画推進課において処理する。(平１

８規則５３・平２２規則２４・平３０規則１８・

令２規則２５・一部改正) 

 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の

運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。 

 

附則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則（平成１７年３月３１日規則第１１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行す

る。 

附則（平成１８年９月２９日規則第５３号） 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行す

る。 

附則（平成２１年９月３０日規則第８７号 

この規則は、平成２２年２月１日から施行する。 

附則（平成２２年１月２９日規則第２４号） 

この規則は、平成２２年２月１日から施行する。 

附則（平成３０年３月３１日規則第１８号）

抄 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

附則（平成３１年２月２８日規則第６号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則（令和２年３月３１日規則第２５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日 

法律第七十八号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二

十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重し

つつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か

つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項

を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することを目的と

する。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社

会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方

針の立案及び決定に共同して参画する機会が

確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際

社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。 
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（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。 

 

（独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、

国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動を行う民間の

団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進のための

中核的な機関として積極的な役割を果たすも

のとする。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策 

 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変

更について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参

画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下

「市町村男女共同参画計画」という。）を定める

ように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画社会の形成に配慮しなければならない。 
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（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共

団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策に関する活動を行う民間の団体その他の

関係者が相互に連携と協働を図ることにより

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の効果的な推進が図られることに鑑み、これら

の者の間における協議の促進その他の関係者

相互間の連携と協働を促進するために必要な

施策を講ずるように努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携

と協働を促進するために必要な施策を推進す

るための拠点（次項において「男女共同参画セ

ンター」という。）としての機能を担う体制を、

単独で又は共同して、確保するように努めるも

のとする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う

者は、その業務を行うに当たっては、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の効果的

な推進を図るため、独立行政法人男女共同参画

機構と密接に連携するように努めるものとす

る。 

 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策定及

び実施に関する業務並びに民間の団体が行う

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

に関する活動に従事する人材の確保、養成及び

資質の向上に必要な施策を講ずるように努め

るものとする。 

 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関

する調査研究その他の国及び地方公共団体の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の策定及び実施に資する調査研究を推進する

ように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地

方公共団体が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策及び民間の団体が行う

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

に関する活動を支援するため、助言、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会

の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推

進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第

三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に

及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内

をもって組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

 

 



 

44 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議

員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること

ができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他

の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。 

 

附則抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（以下略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律 

平成十三年四月十三日 

法律第三十一号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画

等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第

三条―第五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われて

こなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」

とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に

危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下この項及び第二十八条の二において

「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等

を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者か

らの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出

をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者が、事実上離婚したと同様の事情に

入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力を防止するとともに、被害者の保護（被

害者の自立を支援することを含む。以下同じ。）

を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本

計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、

法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び

次条第五項において「主務大臣」という。）は、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策に関する基本的な方針（以下この

条並びに次条第一項及び第三項において「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につ

き、次条第一項の都道府県基本計画及び同条

第三項の市町村基本計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策を実施するために必要な国、

地方公共団体及び民間の団体の連携及び協

力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施

策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、

当該都道府県における配偶者からの暴力の防
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止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策を実施するために必要な当

該都道府県、関係地方公共団体及び民間の

団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基

本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘

案して、当該市町村における配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条におい

て「市町村基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画

又は市町村基本計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する

女性相談支援センターその他の適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするもの

とする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施

設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにする

よう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相

談に応ずること又は女性相談支援員若しく

は相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な

指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場

合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第六号、第五条、第八条の三及

び第九条において同じ。）の緊急時における

安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進す

るため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の

援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用に

ついて、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援セ

ンターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由がなく、その委託を受け

た業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務

を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体との連携に努めるも

のとする。 

 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応

じ、必要な援助を行うことができる。 

 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設におい

て被害者の保護を行うことができる。 

 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務

に従事する者その他の関係者（第五項におい

て「関係機関等」という。）により構成される

協議会（以下「協議会」という。）を組織する

よう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を

組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害

者の保護を図るために必要な情報の交換を行

うとともに、被害者に対する支援の内容に関

する協議を行うものとする。 
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４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及

び協議を行うため必要があると認めるときは、

関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意

見の開陳その他必要な協力を求めることがで

きる。 

 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従

事していた者は、正当な理由がなく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議

会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議

会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者

であった者からの身体に対する暴力に限る。

以下この章において同じ。）を受けている者を

発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなけ

ればならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報することができる。

この場合において、その者の意思を尊重する

よう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密

漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定により通報すること

を妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行

うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷

し又は疾病にかかったと認められる者を発見

したときは、その者に対し、配偶者暴力相談

支援センター等の利用について、その有する

情報を提供するよう努めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護に

ついての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害

者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の

規定により配偶者暴力相談支援センターが行

う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨する

ものとする。 

 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの

暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職

務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の

制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部

長（道警察本部の所在地を包括する方面を除

く方面については、方面本部長。第十五条第

三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者

からの暴力を受けている者から、配偶者から

の暴力による被害を自ら防止するための援助

を受けたい旨の申出があり、その申出を相当

と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受

けている者に対し、国家公安委員会規則で定

めるところにより、当該被害を自ら防止する

ための措置の教示その他配偶者からの暴力に

よる被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第

四十五号）に定める福祉に関する事務所（次

条において「福祉事務所」という。）は、生活

保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九

年法律第百二十九号）その他の法令の定める

ところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府

県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都

道府県又は市町村の関係機関その他の関係機

関は、被害者の保護を行うに当たっては、そ

の適切な保護が行われるよう、相互に連携を

図りながら協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護

に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に

これを処理するよう努めるものとする。 

 



 

48 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴

力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に

対し害を加える旨を告知してする脅迫（以下

この章において「身体に対する暴力等」とい

う。）を受けた者に限る。以下この条並びに第

十二条第一項第三号及び第四号において同

じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する

暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者。以下この条及び第十

二条第一項第二号から第四号までにおいて同

じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、

その生命又は心身に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立

てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日から起算して一年間、被害者の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他

の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所

在する場所の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命

令（以下「接近禁止命令」という。）を発する

裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、当該配偶者に対し、命令の効力が生

じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日

から起算して一年を経過する日までの間、被

害者に対して次に掲げる行為をしてはならな

いことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるよう

な事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむ

を得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、文書を送付し、通信文その他の情報（電

気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法

律第八十六号）第二条第一号に規定する電

気通信をいう。以下この号及び第六項第一

号において同じ。）の送信元、送信先、通信

日時その他の電気通信を行うために必要な

情報を含む。以下この条において「通信文

等」という。）をファクシミリ装置を用いて

送信し、若しくは電子メールの送信等をす

ること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時

から午前六時までの間に、電話をかけ、通

信文等をファクシミリ装置を用いて送信し、

又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又

は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその

知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若

しくはその知り得る状態に置き、その性的

羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下この

号において同じ。）に係る記録媒体その他の

物を送付し、若しくはその知り得る状態に

置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的

記録その他の記録を送信し、若しくはその

知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置

情報記録・送信装置（当該装置の位置に係

る位置情報（地理空間情報活用推進基本法

（平成十九年法律第六十三号）第二条第一

項第一号に規定する位置情報をいう。以下

この号及び次号において同じ。）を記録し、

又は送信する機能を有する装置で政令で定

めるものをいう。以下この項において同

じ。）（第十一号に規定する行為がされた位

置情報記録・送信装置を含む。）により記録

され、又は送信される当該位置情報記録・

送信装置の位置に係る位置情報を政令で定

める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置

特定用識別情報送信装置（当該装置を識別

する情報を送信する機能を有し、当該装置

の周辺において当該情報を受信した識別情

報送受信装置（位置情報記録・送信装置そ

の他の装置であって、当該情報を受信し、

及び送信する機能を有するものをいう。）の

位置に係る位置情報を利用して、その所在

する地点又は区域の位置を特定するために

用いられる装置をいう。以下この号及び次

号において同じ。）（同号に規定する行為が

された位置特定用識別情報送信装置を含

む。）の位置に係る位置情報を取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物

に位置情報記録・送信装置又は位置特定用

識別情報送信装置（以下この号において「位

置情報記録・送信装置等」という。）を取り

付けること、位置情報記録・送信装置等を

取り付けた物を交付することその他その移

動に伴い位置情報記録・送信装置等を移動

し得る状態にする行為として政令で定める

行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年

に達しない子（以下この項及び次項並びに第
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十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が

幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行

っていることその他の事情があることから被

害者がその同居している子に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止す

るため必要があると認めるときは、接近禁止

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効

力が生じた日から起算して一年を経過する日

までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）、就学する学校その他の場

所において当該子の身辺につきまとい、又は

当該子の住居、就学する学校その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いこと及び当該子に対して前項第二号から第

十一号までに掲げる行為（同項第五号に掲げ

る行為にあっては、電話をかけること及び通

信文等をファクシミリ装置を用いて送信する

ことに限る。）をしてはならないことを命ずる

ものとする。ただし、当該子が十五歳以上で

あるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の

親族その他被害者と社会生活において密接な

関係を有する者（被害者と同居している子及

び配偶者と同居している者を除く。以下この

項及び次項並びに第十二条第一項第四号にお

いて「親族等」という。）の住居に押し掛けて

著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること

その他の事情があることから被害者がその親

族等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため必要があると認

めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又

は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以

後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算

して一年を経過する日までの間、当該親族等

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この項において同じ。）

その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居、勤務先そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかい

してはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十

五歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又

は成年被後見人である場合にあっては、その

法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの

送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる

行為（電話をかけること及び通信文等をファ

クシミリ装置を用いて送信することを除く。）

をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適

正化等に関する法律（平成十四年法律第二

十六号）第二条第一号に規定する電子メー

ルをいう。）その他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電

気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法であって、内閣府令で定

めるものを用いて通信文等の送信を行うこ

と。 

 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生

命又は身体に対し害を加える旨を告知してす

る脅迫をいう。以下この章において同じ。）を

受けた者に限る。以下この条及び第十八条第

一項において同じ。）が、配偶者（配偶者から

の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者。以下この条、第十二条第二

項第二号及び第十八条第一項において同じ。）

から更に身体に対する暴力を受けることによ

り、その生命又は身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいときは、裁判所は、被害者の

申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日から起算して二月間（被害者及

び当該配偶者が生活の本拠として使用する建

物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年

法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定

する区分建物をいう。）の所有者又は賃借人が

被害者のみである場合において、被害者の申

立てがあったときは、六月間）、被害者と共に

生活の本拠としている住居から退去すること

及び当該住居の付近をはいかいしてはならな

いことを命ずるものとする。ただし、申立て

の時において被害者及び当該配偶者が生活の

本拠を共にする場合に限る。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による

命令（以下「退去等命令」という。）の申立て

に係る事件は、相手方の住所（日本国内に住

所がないとき又は住所が知れないときは居所）

の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属す

る。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げ

る地を管轄する地方裁判所にもすることがで

きる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 



 

50 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができ

る。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から

第四項までの規定による命令の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければな

らない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受け

た状況（当該身体に対する暴力等を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合であって、当該配偶者で

あった者からの身体に対する暴力等を受け

たときにあっては、当該配偶者であった者

からの身体に対する暴力等を受けた状況を

含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの

更なる身体に対する暴力等により、生命又

は心身に重大な危害を受けるおそれが大き

いと認めるに足りる申立ての時における事

情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下こ

の号並びに第十七条第三項及び第四項にお

いて「三項命令」という。）の申立てをする

場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため当該三項命

令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立て

をする場合にあっては、被害者が当該親族

等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め

た日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の

内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執ら

れた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を

記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合であって、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けたときにあっては、

当該配偶者であった者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況

を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更

に身体に対する暴力を受けることにより、

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ

が大きいと認めるに足りる申立ての時にお

ける事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は

警察職員に対し、前二号に掲げる事項につ

いて相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実の有無及びその事実があるときは、

次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求め

た日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の

内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執ら

れた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に

第一項第五号イからニまで又は前項第三号イ

からニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、第一項第一号から第四号ま

で又は前項第一号及び第二号に掲げる事項に

ついての申立人の供述を記載した書面で公証

人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十

八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付し

なければならない。 

 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第

二項から第四項までの規定による命令及び退

去等命令（以下「保護命令」という。）の申立

てに係る事件については、速やかに裁判をす

るものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なけれ

ば、これを発することができない。ただし、そ

の期日を経ることにより保護命令の申立ての
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目的を達することができない事情があるとき

は、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニま

で又は同条第二項第三号イからニまでに掲げ

る事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属

官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対

して執られた措置の内容を記載した書面の提

出を求めるものとする。この場合において、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所

属官署の長は、これに速やかに応ずるものと

する。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、

前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは

所属官署の長又は申立人から相談を受け、若

しくは援助若しくは保護を求められた職員に

対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができる。 

 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件に

ついて出頭した者に対する期日の告知その他

相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭し

た者に対する期日の告知以外の方法による期

日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない

者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守

による不利益を帰することができない。ただ

し、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載

した書面を提出したときは、この限りでない。 

 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交

付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における

申立てその他の申述（以下この条において「申

立て等」という。）のうち、当該申立て等に関

するこの法律その他の法令の規定により書面

等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。次項及び第四項にお

いて同じ。）をもってするものとされているも

のであって、最高裁判所の定める裁判所に対

してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁

判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対して

するものを含む。）については、当該法令の規

定にかかわらず、最高裁判所規則で定めると

ころにより、電子情報処理組織（裁判所の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下この項及び第三項において同じ。）と申立て

等をする者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等について

は、当該申立て等を書面等をもってするもの

として規定した申立て等に関する法令の規定

に規定する書面等をもってされたものとみな

して、当該申立て等に関する法令の規定を適

用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同

項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルへの記録がされた時に、当該裁

判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関

する他の法令の規定により署名等（署名、記

名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。以下この項において同じ。）

をすることとされているものについては、当

該申立て等をする者は、当該法令の規定にか

かわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所

規則で定めるところにより、氏名又は名称を

明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三

項に規定するファイルに記録されたときは、

第一項の裁判所は、当該ファイルに記録され

た情報の内容を書面に出力しなければならな

い。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係る

この法律その他の法令の規定による事件の記

録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若

しくは抄本の交付は、前項の書面をもってす

るものとする。当該申立て等に係る書類の送

達又は送付も、同様とする。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定に

は、理由を付さなければならない。ただし、口

頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由

の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達

又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋

の期日における言渡しによって、その効力を

生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、

速やかにその旨及びその内容を申立人の住所

又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察

本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が

配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実が

あり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二
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条第一項第五号イからニまで又は同条第二項

第三号イからニまでに掲げる事項の記載があ

るときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に

名称が記載された配偶者暴力相談支援センタ

ー（当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センターが二以上ある場合にあっ

ては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配

偶者暴力相談支援センター）の長に通知する

ものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響

を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令

の取消しの原因となることが明らかな事情が

あることにつき疎明があったときに限り、抗

告裁判所は、申立てにより、即時抗告につい

ての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の

記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停

止を命ずる場合において、第十条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられてい

るときは、裁判所は、当該命令の効力の停止

をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服

を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合

において、第十条第二項から第四項までの規

定による命令が発せられているときは、抗告

裁判所は、当該命令をも取り消さなければな

らない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている

保護命令について、第三項若しくは第四項の

規定によりその効力の停止を命じたとき又は

抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判

所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ

ーの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の

場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消し

た場合について準用する。 

 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保

護命令の申立てをした者の申立てがあった場

合には、当該保護命令を取り消さなければな

らない。接近禁止命令又は第十条第二項から

第四項までの規定による命令にあっては接近

禁止命令が効力を生じた日から起算して三月

を経過した日以後において、退去等命令にあ

っては当該退去等命令が効力を生じた日から

起算して二週間を経過した日以後において、

これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁

判所がこれらの命令の申立てをした者に異議

がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発し

た裁判所が前項の規定により当該接近禁止命

令を取り消す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効

力を生じた日から起算して六月を経過した日

又は当該三項命令が効力を生じた日から起算

して三月を経過した日のいずれか遅い日以後

において、当該三項命令を発した裁判所に対

し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至

ったことを理由として、当該三項命令の取消

しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするとき

は、当該取消しに係る三項命令の申立てをし

た者の意見を聴かなければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に

対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければ

その効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、

第一項から第三項までの場合について準用す

る。 

 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発

せられた退去等命令の申立ての理由となった

身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と

同一の事実を理由とする退去等命令の再度の

申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と

共に生活の本拠としている住居から転居しよ

うとする被害者がその責めに帰することので

きない事由により当該発せられた命令の期間

までに当該住居からの転居を完了することが

できないことその他の退去等命令を再度発す

る必要があると認めるべき事情があるときに

限り、退去等命令を発するものとする。ただ

し、当該退去等命令を発することにより当該

配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該退去等命令を発しないこと

ができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条

の規定の適用については、同条第二項各号列

記以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び

第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号

中「事項に」とあるのは「事項及び第十八条第

一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項

に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項

本文の事情に」とする。 
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（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当

事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の

閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは

抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の

交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭

弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合

を除き、保護命令に関する手続に関しては、

その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成

八年法律第百九号）を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保

護命令に関する手続に関し必要な事項は、最

高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の

保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次

項において「職務関係者」という。）は、その

職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、

その置かれている環境等を踏まえ、被害者の

国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重

するとともに、その安全の確保及び秘密の保

持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、

被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に

関する理解を深めるために必要な研修及び啓

発を行うものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止に関する国民の理解を深める

ための教育及び啓発に努めるものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に資するた

め、加害者の更生のための指導の方法、被害

者の心身の健康を回復させるための方法等に

関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるもの

とする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため

の活動を行う民間の団体に対し、必要な援助

を行うよう努めるものとする。 

 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費

用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げ

る業務を行う女性相談支援センターの運営

に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性

相談支援センターが行う一時保護（同条第

四項に規定する厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女

性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保

護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及びこ

れに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が

置く女性相談支援員が行う業務に要する費用

を支弁しなければならない。 

 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、

都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げる

ものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に

掲げる費用の十分の五以内を補助することが

できる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第三号及び第四号に

掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁し

た費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前

章までの規定は、生活の本拠を共にする交際

（婚姻関係における共同生活に類する共同生

活を営んでいないものを除く。）をする関係に

ある相手からの暴力（当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等をいい、当該関係に

ある相手からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が当該関係を解消した場合にあ

っては、当該関係にあった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴

力を受けた者について準用する。 
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第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替え

て準用する第十条第一項から第四項まで及び

第十条の二の規定によるものを含む。第三十

一条において同じ。）に違反した者は、二年以

下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 

 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定

に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の

拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項

（第十八条第二項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）又は第二十八条の二にお

いて読み替えて準用する第十二条第一項若し

くは第二項（第二十八条の二において準用す

る第十八条第二項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により記載すべき

事項について虚偽の記載のある申立書により

保護命令の申立てをした者は、十万円以下の

過料に処する。 

 

附則抄 

（以下略） 
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律 

昭和四十七年七月一日 

法律第百十三号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等（第

五条―第十条） 

第二節 事業主の講ずべき措置等（第十一条

―第十三条の二） 

第三節 事業主に対する国の援助（第十四条） 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等（第十五条―第

十七条） 

第二節 調停（第十八条―第二十七条） 

第四章 雑則（第二十八条―第三十二条） 

第五章 罰則（第三十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日

本国憲法の理念にのつとり雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保を図ると

ともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び

出産後の健康の確保を図る等の措置を推進す

ることを目的とする。 

 

（基本的理念） 

第二条 この法律においては、労働者が性別によ

り差別されることなく、また、女性労働者にあ

つては母性を尊重されつつ、充実した職業生活

を営むことができるようにすることをその基

本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に

規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生

活の充実が図られるように努めなければなら

ない。 

 

（啓発活動） 

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保等につ

いて国民の関心と理解を深めるとともに、特に、

雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るた

め、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施

策の基本となるべき方針（以下「男女雇用機会

均等対策基本方針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事

項は、次のとおりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの

職業生活の動向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等について講じようとする施

策の基本となるべき事項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働

者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識

及び就業の実態等を考慮して定められなけれ

ばならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本

方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働

政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の

意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本

方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公

表するものとする。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本

方針の変更について準用する。 

 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等 

 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用につい

て、その性別にかかわりなく均等な機会を与え

なければならない。 

 

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労

働者の性別を理由として、差別的取扱いをして

はならない。 

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与

を含む。）、昇進、降格及び教育訓練 

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福

利厚生の措置であつて厚生労働省令で定め

るもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約

の更新 

 

（性別以外の事由を要件とする措置） 

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号

に掲げる事項に関する措置であつて労働者の

性別以外の事由を要件とするもののうち、措置

の要件を満たす男性及び女性の比率その他の

事情を勘案して実質的に性別を理由とする差

別となるおそれがある措置として厚生労働省
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令で定めるものについては、当該措置の対象と

なる業務の性質に照らして当該措置の実施が

当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の

運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用

管理上特に必要である場合その他の合理的な

理由がある場合でなければ、これを講じてはな

らない。 

 

（女性労働者に係る措置に関する特例） 

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保の

支障となつている事情を改善することを目的

として女性労働者に関して行う措置を講ずる

ことを妨げるものではない。 

 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱

いの禁止等） 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、

又は出産したことを退職理由として予定する

定めをしてはならない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由

として、解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠し

たこと、出産したこと、労働基準法（昭和二十

二年法律第四十九号）第六十五条第一項の規定

による休業を請求し、又は同項若しくは同条第

二項の規定による休業をしたことその他の妊

娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省

令で定めるものを理由として、当該女性労働者

に対して解雇その他不利益な取扱いをしては

ならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過

しない女性労働者に対してなされた解雇は、無

効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に

規定する事由を理由とする解雇でないことを

証明したときは、この限りでない。 

 

（指針） 

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで

及び前条第一項から第三項までの規定に定め

る事項に関し、事業主が適切に対処するために

必要な指針（次項において「指針」という。）を

定めるものとする。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策

定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の

意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

 

第二節 事業主の講ずべき措置等 

（職場における性的な言動に起因する問題に

関する雇用管理上の措置等） 

第十一条 事業主は、職場において行われる性的

な言動に対するその雇用する労働者の対応に

より当該労働者がその労働条件につき不利益

を受け、又は当該性的な言動により当該労働者

の就業環境が害されることのないよう、当該労

働者からの相談に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な

措置を講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと

又は事業主による当該相談への対応に協力し

た際に事実を述べたことを理由として、当該労

働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし

てはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ず

る第一項の措置の実施に関し必要な協力を求

められた場合には、これに応ずるように努めな

ければならない。 

４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業

主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針（次項におい

て「指針」という。）を定めるものとする。 

５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策

定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の

意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

 

（職場における性的な言動に起因する問題に

関する国、事業主及び労働者の責務） 

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利

益を与える行為又は労働者の就業環境を害す

る同項に規定する言動を行つてはならないこ

とその他当該言動に起因する問題（以下この条

において「性的言動問題」という。）に対する事

業主その他国民一般の関心と理解を深めるた

め、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる

ように努めなければならない。 

２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用す

る労働者の関心と理解を深めるとともに、当該

労働者が他の労働者に対する言動に必要な注

意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮

をするほか、国の講ずる前項の措置に協力する

ように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、

その役員）は、自らも、性的言動問題に対する

関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要

な注意を払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解

を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意

を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の

措置に協力するように努めなければならない。 

 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起

因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

第十一条の三 事業主は、職場において行われる

その雇用する女性労働者に対する当該女性労
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働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準

法第六十五条第一項の規定による休業を請求

し、又は同項若しくは同条第二項の規定による

休業をしたことその他の妊娠又は出産に関す

る事由であつて厚生労働省令で定めるものに

関する言動により当該女性労働者の就業環境

が害されることのないよう、当該女性労働者か

らの相談に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相

談を行い、又は事業主による当該相談への対応

に協力した際に事実を述べた場合について準

用する。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業

主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針（次項におい

て「指針」という。）を定めるものとする。 

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策

定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の

意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起

因する問題に関する国、事業主及び労働者の

責務） 

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する

前条第一項に規定する言動を行つてはならな

いことその他当該言動に起因する問題（以下こ

の条において「妊娠・出産等関係言動問題」と

いう。）に対する事業主その他国民一般の関心

と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その

他の措置を講ずるように努めなければならな

い。 

２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対す

るその雇用する労働者の関心と理解を深める

とともに、当該労働者が他の労働者に対する言

動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他

の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措

置に協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、

その役員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動

問題に対する関心と理解を深め、労働者に対す

る言動に必要な注意を払うように努めなけれ

ばならない。 

４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対す

る関心と理解を深め、他の労働者に対する言動

に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる

前条第一項の措置に協力するように努めなけ

ればならない。 

 

 

 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その雇用する女性労働者が母子保健

法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定によ

る保健指導又は健康診査を受けるために必要

な時間を確保することができるようにしなけ

ればならない。 

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が

前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事

項を守ることができるようにするため、勤務時

間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主

が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要な指針（次項において

「指針」という。）を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策

定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の

意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替え

るものとする。 

 

（男女雇用機会均等推進者） 

第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、第八条、第十一条第一項、第十

一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一

条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定め

る措置等並びに職場における男女の均等な機

会及び待遇の確保が図られるようにするため

に講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実

施を図るための業務を担当する者を選任する

ように努めなければならない。 

 

第三節 事業主に対する国の援助 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇が確保されることを促進する

ため、事業主が雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保の支障となつている事

情を改善することを目的とする次に掲げる措

置を講じ、又は講じようとする場合には、当該

事業主に対し、相談その他の援助を行うことが

できる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に

関する状況の分析 

二 前号の分析に基づき雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保の支障と

なつている事情を改善するに当たつて必要

となる措置に関する計画の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前三号の措置を実施するために必要な体

制の整備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 
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第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等 

（苦情の自主的解決） 

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、

第十二条及び第十三条第一項に定める事項（労

働者の募集及び採用に係るものを除く。）に関

し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦

情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業

場の労働者を代表する者を構成員とする当該

事業場の労働者の苦情を処理するための機関

をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等

その自主的な解決を図るように努めなければ

ならない。 

 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十

一条第一項及び第二項（第十一条の三第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第十一条の三第

一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める

事項についての労働者と事業主との間の紛争

については、個別労働関係紛争の解決の促進に

関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四

条、第五条及び第十二条から第十九条までの規

定は適用せず、次条から第二十七条までに定め

るところによる。 

 

（紛争の解決の援助） 

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する

紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方

からその解決につき援助を求められた場合に

は、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指

導又は勧告をすることができる。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援

助を求めた場合について準用する。 

 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定

する紛争（労働者の募集及び採用についての紛

争を除く。）について、当該紛争の当事者（以下

「関係当事者」という。）の双方又は一方から調

停の申請があつた場合において当該紛争の解

決のために必要があると認めるときは、個別労

働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条

第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」とい

う。）に調停を行わせるものとする。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申

請をした場合について準用する。 

 

（調停） 

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下

この節において「調停」という。）は、三人の調

停委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長

があらかじめ指名する。 

 

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認

めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一

の事業場に雇用される労働者その他の参考人

の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

 

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立て

に基づき必要があると認めるときは、当該委員

会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の

主要な労働者団体又は事業主団体が指名する

関係労働者を代表する者又は関係事業主を代

表する者から当該事件につき意見を聴くもの

とする。 

 

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当

事者に対しその受諾を勧告することができる。 

 

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について

調停による解決の見込みがないと認めるとき

は、調停を打ち切ることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つ

たときは、その旨を関係当事者に通知しなけれ

ばならない。 

 

（時効の完成猶予） 

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打

ち切られた場合において、当該調停の申請をし

た者が同条第二項の通知を受けた日から三十

日以内に調停の目的となつた請求について訴

えを提起したときは、時効の完成猶予に関して

は、調停の申請の時に、訴えの提起があつたも

のとみなす。 

 

（訴訟手続の中止） 

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争の

うち民事上の紛争であるものについて関係当

事者間に訴訟が係属する場合において、次の各

号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係

当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判

所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止

する旨の決定をすることができる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において

調停が実施されていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間

に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の

合意があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消

すことができる。 

３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の

規定により第一項の決定を取り消す決定に対

しては、不服を申し立てることができない。 
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（資料提供の要求等） 

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属してい

る事件の解決のために必要があると認めると

きは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必

要な協力を求めることができる。 

 

（厚生労働省令への委任） 

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の

手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め

る。 

 

第四章 雑則 

（調査等） 

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女

性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な

調査研究を実施するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関

係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要

な協力を求めることができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都

道府県知事から必要な調査報告を求めること

ができる。 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に

関し必要があると認めるときは、事業主に対し

て、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告

をすることができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労

働省令で定めるところにより、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

 

（公表） 

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条ま

で、第九条第一項から第三項まで、第十一条第

一項及び第二項（第十一条の三第二項、第十七

条第二項及び第十八条第二項において準用す

る場合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二

条並びに第十三条第一項の規定に違反してい

る事業主に対し、前条第一項の規定による勧告

をした場合において、その勧告を受けた者がこ

れに従わなかつたときは、その旨を公表するこ

とができる。 

 

（船員に関する特例） 

第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律

第百三十号）第六条第一項に規定する船員及び

同項に規定する船員になろうとする者に関し

ては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五

項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第五

項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項に

おいて準用する場合を含む。）、第十条第一項、

第十一条第四項、第十一条の三第三項、第十三

条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあ

るのは「国土交通大臣」と、第四条第四項（同

条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第

十一条の三第四項及び第十三条第三項におい

て準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」

とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二

号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一

項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第

二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通

省令」と、第九条第三項中「労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項の

規定による休業を請求し、又は同項若しくは同

条第二項の規定による休業をしたこと」とある

のは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八

十七条第一項又は第二項の規定によつて作業

に従事しなかつたこと」と、第十一条の三第一

項中「労働基準法第六十五条第一項の規定によ

る休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項

の規定による休業をしたこと」とあるのは「船

員法第八十七条第一項又は第二項の規定によ

つて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条

第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項

中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸

局長（運輸監理部長を含む。）」と、第十八条第

一項中「第六条第一項の紛争調整委員会（以下

「委員会」という。）」とあるのは「第二十一条

第三項のあつせん員候補者名簿に記載されて

いる者のうちから指名する調停員」とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条

第一項の規定により指名を受けて調停員が行

う調停については、第十九条から第二十七条ま

での規定は、適用しない。 

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成す

る合議体で取り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は

拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位

を失う。 

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二

項の調停について準用する。この場合において、

第二十条から第二十三条まで及び第二十六条

中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第

二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労

働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方

運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地

方運輸局（運輸監理部を含む。）」と、第二十六

条中「当該委員会に係属している」とあるのは

「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七

条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項

から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議

体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国

土交通省令」と読み替えるものとする。 

 

（適用除外） 

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章

第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定
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は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二

節（第十三条の二を除く。）の規定は、一般職の

国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する

法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二

条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置

法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用

を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二

年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員及

び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）

第二条第五項に規定する隊員に関しては適用

しない。 

 

第五章 罰則 

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万

円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（以下略） 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律 

平成二十七年九月四日 

法律第六十四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条

―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の

公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置（第二十二条―

第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活に

おいて活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となって

いることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平

成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に

ついて、その基本原則を定め、並びに国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点

的に推進し、もって男女の人権が尊重され、

かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要

の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応

できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活における活躍に係る男女間の格差の

実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更そ

の他の職業生活に関する機会の積極的な提供

及びその活用を通じ、かつ、性別による固定

的な役割分担等を反映した職場における慣行

が女性の職業生活における活躍に対して及ぼ

す影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特

性に留意して、その個性と能力が十分に発揮

できるようにすることを旨として、行われな

ければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

介護その他の家庭生活に関する事由によりや

むを得ず退職することが多いことその他の家

庭生活に関する事由が職業生活に与える影響

を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別

を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、

育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果た

しつつ職業生活における活動を行うために必

要な環境の整備等により、男女の職業生活と

家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能と

なることを旨として、行われなければならな

い。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきもので

あることに留意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める

女性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第五条第一項において

「基本原則」という。）にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関して必要な施

策を策定し、及びこれを実施しなければなら

ない。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その

雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に

対する職業生活に関する機会の積極的な提供、

雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備その他の女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組を自

ら実施するよう努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策に協力しなければな

らない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方針
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（以下「基本方針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図る

ために必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害

する言動に起因する問題の解決を促進

するために必要な措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業

生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について

準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当

該都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策についての

計画（以下この条において「都道府県推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が

定められているときは、基本方針及び都道府

県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域

内における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画

又は市町村推進計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十九条第一項に規定する特定事業主

行動計画（次項において「事業主行動計画」と

総称する。）の策定に関する指針（以下「事業

主行動計画策定指針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に

掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以

下「一般事業主」という。）であって、常時雇

用する労働者の数が百人を超えるものは、事

業主行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画（一般事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとすると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、

採用した労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他のその事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女

性の職業生活における活躍を推進するために

改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならな

い。この場合において、前項第二号の目標に



 

63 

ついては、採用する労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小

の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを労

働者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画を定め、又は変更したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、これを公

表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業

主行動計画に基づく取組を実施するとともに、

一般事業主行動計画に定められた目標を達成

するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が百人以下のものは、事業主行動計画策

定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出るよう努めなければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第四項から第六項ま

での規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更した場合に

ついて、それぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七

項の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合

するものである旨の認定を行うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は、商品、役務

の提供の用に供する物、商品又は役務の広告

又は取引に用いる書類若しくは通信その他の

厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四

条第一項において「商品等」という。）に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、

商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表

示を付してはならない。 

 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第九

条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主か

らの申請に基づき、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該事業主について、女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第

百十三号）第十三条の二に規定する業務を担

当する者及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規

定する業務を担当する者を選任していること、

当該女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が特に優良なものであ

ることその他の厚生労働省令で定める基準に

適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以

下「特例認定一般事業主」という。）について

は、第八条第一項及び第七項の規定は、適用

しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定

めるところにより、毎年少なくとも一回、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況を公表しなければならない。 

 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚

生労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示につい

て準用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業

主が次の各号のいずれかに該当するときは、

第十二条の認定を取り消すことができる。 
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一 第十一条の規定により第九条の認定を取

り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、

又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又は

この法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受け

たとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である

中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が三百人以下のものをいう。

以下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施に関し

必要な労働者の募集を行わせようとする場合

において、当該承認中小事業主団体が当該募

集に従事しようとするときは、職業安定法（昭

和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第

一項及び第三項の規定は、当該構成員である

中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主

団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会そ

の他の特別の法律により設立された組合若し

くはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接

又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令

で定める要件に該当するものに限る。）のうち、

その構成員である中小事業主に対して女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を

実施するための人材確保に関する相談及び援

助を行うものであって、その申請に基づいて、

厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に

行うための厚生労働省令で定める基準に適合

する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前

項に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができ

る。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する

募集に従事しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、募集時期、募集人

員、募集地域その他の労働者の募集に関する

事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項

の規定による届出があった場合について、同

法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四

第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、

第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一

項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項

の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者について、同法第四十条の規定は同項

の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第

五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行

う場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同法第三十七条第二項中「労働

者の募集を行おうとする者」とあるのは「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法

律第十六条第四項の規定による届出をして労

働者の募集に従事しようとする者」と、同法

第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業

務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期

間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二

条の二の規定の適用については、同法第三十

六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以

外の者をして労働者の募集に従事させようと

する者がその被用者以外の者に与えようとす

る」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に

規定する募集受託者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平

成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項

の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」

とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対

し、第二項の相談及び援助の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び

職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法につ

いて指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項

の規定により一般事業主行動計画を策定しよ

うとする一般事業主又はこれらの規定による

届出をした一般事業主に対して、一般事業主

行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円

滑に実施されるように相談その他の援助の実

施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それら

の長又はそれらの職員で政令で定めるもの

（以下「特定事業主」という。）は、政令で定
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めるところにより、事業主行動計画策定指針

に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する計画をいう。以下こ

の条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定

めるところにより、採用した職員に占める女

性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、

勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占

める女性職員の割合その他のその事務及び事

業における女性の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情につい

て分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、

前項第二号の目標については、採用する職員

に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地

位にある職員に占める女性職員の割合その他

の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員

に周知させるための措置を講じなければなら

ない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定

事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、特定事業主行動

計画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報

の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

（常時雇用する労働者の数が三百人を超える

ものに限る。）は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する

次に掲げる情報を定期的に公表しなければな

らない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項

に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少な

くともいずれか一方を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活

を営み、又は営もうとする女性の職業選択に

資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する第一項各号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方を定期的に公

表するよう努めなければならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する

情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定める

ところにより、職業生活を営み、又は営もう

とする女性の職業選択に資するよう、その事

務及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表

しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性

に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を

推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及び

その家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言そ
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の他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係

る事務の一部を、その事務を適切に実施する

ことができるものとして内閣府令で定める基

準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄

振興開発金融公庫その他の特別の法律によっ

て設立された法人であって政令で定めるもの

をいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算

の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、

特例認定一般事業主その他の女性の職業生活

における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が優良な一般事業主（次項において「認

定一般事業主等」という。）の受注の機会の増

大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定

一般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職

業生活における活躍の推進について、国民の

関心と理解を深め、かつ、その協力を得ると

ともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に資するよう、国内外

における女性の職業生活における活躍の状況

及び当該取組に関する情報の収集、整理及び

提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関する

事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機

関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第二十二条第一項の規定により国が講ず

る措置及び同条第二項の規定により地方公共

団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の

職業生活における活躍の推進に有用な情報を

活用することにより、当該区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするた

め、関係機関により構成される協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公

共団体の区域内において第二十二条第三項の

規定による事務の委託がされている場合には、

当該委託を受けた者を協議会の構成員として

加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要がある

と認めるときは、協議会に次に掲げる者を構

成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生

活における活躍の推進に有用な情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、

地域の実情に応じた女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組について協議を行う

ものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は、正当な理由

なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議

会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議

会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に

関し必要があると認めるときは、第八条第一

項に規定する一般事業主又は認定一般事業主

若しくは特例認定一般事業主である同条第七

項に規定する一般事業主に対して、報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。 

 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項

若しくは第二項の規定による公表をせず、若
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しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定

する一般事業主又は第二十条第三項に規定す

る情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業

主若しくは特例認定一般事業主である第八条

第七項に規定する一般事業主に対し、前条の

規定による勧告をした場合において、当該勧

告を受けた者がこれに従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省

令で定めるところにより、その一部を都道府

県労働局長に委任することができる。 

 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、こ

の法律の実施のため必要な事項は、政令で定

める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する

職業安定法第四十一条第二項の規定による業

務の停止の命令に違反して、労働者の募集に

従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円

以下の罰金に処する。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者

は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしな

いで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十七条第二項の規定による指示に

従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十九条又は第四十条の規定に違反

した者 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において

準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第二項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十一条第一項の規定に違反して秘

密を漏らした者 

 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十

六条又は前条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。 

 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の

過料に処する。 

 

附則抄 

（以下略） 
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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律 

平成三十年五月二十三日 

法律第二十八号 

（目的） 

第一条 この法律は、社会の対等な構成員である

男女が公選による公職又は内閣総理大臣その

他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣

補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐

官若しくは副知事若しくは副市町村長の職（以

下「公選による公職等」という。）にある者とし

て国又は地方公共団体における政策の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保される

こと（以下「政治分野における男女共同参画」

という。）が、その立案及び決定において多様な

国民の意見が的確に反映されるために一層重

要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にの

っとり、政治分野における男女共同参画の推進

について、その基本原則を定め、並びに国及び

地方公共団体の責務等を明らかにするととも

に、政治分野における男女共同参画の推進に関

する施策の基本となる事項を定めることによ

り、政治分野における男女共同参画を効果的か

つ積極的に推進し、もって男女が共同して参画

する民主政治の発展に寄与することを目的と

する。 

 

（基本原則） 

第二条 政治分野における男女共同参画の推進

は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体

の議会の議員の選挙において、政党その他の政

治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補

の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、

男女の候補者の数ができる限り均等となるこ

とを目指して行われるものとする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自

らの意思によって公選による公職等としての

活動に参画し、又は参画しようとする者に対す

るこれらの者の間における交流の機会の積極

的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ

る固定的な役割分担等を反映した社会におけ

る制度又は慣行が政治分野における男女共同

参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男

女が、その性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮できるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男

女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と

社会の支援の下に、公選による公職等としての

活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が

可能となることを旨として、行われなければな

らない。 

４ 政治分野における男女共同参画の推進は、政

党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、

衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに

内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切

な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組む

ことにより、行われるものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める政

治分野における男女共同参画の推進について

の基本原則（次条において単に「基本原則」と

いう。）にのっとり、政党その他の政治団体の政

治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政

治分野における男女共同参画の推進に関して

必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務

を有する。 

 

（政党その他の政治団体の努力） 

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にの

っとり、政治分野における男女共同参画の推進

に関し、当該政党その他の政治団体に所属する

男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目

標の設定、当該政党その他の政治団体に所属す

る公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補

者となるにふさわしい能力を有する人材の育

成、当該政党その他の政治団体に所属する公選

による公職等にある者及び公職の候補者につ

いての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動

等に起因する問題の発生の防止及び適切な解

決その他の事項について、自主的に取り組むよ

う努めるものとする。 

 

（法制上の措置等） 

第五条 国は、政治分野における男女共同参画の

推進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講ずるも

のとする。 

 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の

推進に関する取組に資するよう、その推進に当

たって障壁となるような社会における制度、慣

行、観念その他一切のもの（次項において「社

会的障壁」という。）及び国内外における当該取

組の状況について、実態の調査並びに情報の収

集、整理、分析及び提供（同項及び第十一条に

おいて「実態の調査及び情報の収集等」という。）

を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同

参画の推進に関する取組に資するよう、当該地
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方公共団体における社会的障壁及び当該取組

の状況について、実態の調査及び情報の収集等

を行うよう努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第七条 国及び地方公共団体は、政治分野におけ

る男女共同参画の推進について、国民の関心と

理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。 

 

（環境整備） 

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠

席事由の拡大をはじめとする公選による公職

等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の

家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援す

るための体制の整備その他の政治分野におけ

る男女共同参画の推進に関する取組を積極的

に進めることができる環境の整備を行うもの

とする。 

 

（性的な言動等に起因する問題への対応） 

第九条 国及び地方公共団体は、政治分野におけ

る男女共同参画の推進に資するよう、公選によ

る公職等にある者及び公職の候補者について、

性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起

因する問題の発生の防止を図るとともに、当該

問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生

の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相

談体制の整備その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

（人材の育成等） 

第十条 国及び地方公共団体は、政治分野におけ

る男女共同参画が推進されるよう、議会におけ

る審議を体験する機会の提供、公選による公職

等としての活動に対する関心を深めこれに必

要な知見を提供する講演会等の開催の推進そ

の他の人材の育成及び活用に資する施策を講

ずるものとする。 

 

（その他の施策） 

第十一条 国及び地方公共団体は、第七条から前

条までに定めるもののほか、第六条の規定によ

る実態の調査及び情報の収集等の結果を踏ま

え、必要があると認めるときは、政治分野にお

ける男女共同参画の推進のために必要な施策

を講ずるものとする。 

 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

（以下略） 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和四年五月二十五日 

法律第五十二号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第

七条・第八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等

（第九条―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生

活を営むに当たり女性であることにより様々

な困難な問題に直面することが多いことに鑑

み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図

るため、困難な問題を抱える女性への支援に関

する必要な事項を定めることにより、困難な問

題を抱える女性への支援のための施策を推進

し、もって人権が尊重され、及び女性が安心し

て、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える

女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社

会との関係性その他の様々な事情により日常

生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問

題を抱える女性（そのおそれのある女性を含

む。）をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策は、次に掲げる事項を基本理念として

行われなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに

複合化し、そのために複雑化していることを

踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞ

れの意思が尊重されながら、抱えている問題

及びその背景、心身の状況等に応じた最適な

支援を受けられるようにすることにより、そ

の福祉が増進されるよう、その発見、相談、

心身の健康の回復のための援助、自立して生

活するための援助等の多様な支援を包括的

に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係

機関及び民間の団体の協働により、早期から

切れ目なく実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実

現に資することを旨とすること。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念

にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援

のために必要な施策を講ずる責務を有する。 

 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当

たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、

住まい及び教育に関する施策その他の関連施

策の活用が図られるよう努めなければならな

い。 

 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱

える女性への支援のための施策を講ずるに当

たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連

携が図られるとともに、この法律に基づく支援

を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二

十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関す

る事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設

（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第七条第一項に規定する児童福祉施設をい

う。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四

十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職

業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、

都道府県警察、日本司法支援センター（総合法

律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三

条に規定する日本司法支援センターをいう。）、

配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定

する配偶者暴力相談支援センターをいう。）そ

の他の関係機関との緊密な連携が図られるよ

う配慮しなければならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策に関する基本的な方

針（以下「基本方針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 
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一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における困難な問題を抱える女性への

支援のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案し

て、当該市町村における困難な問題を抱える女

性への支援のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下この条において「市町村基本計

画」という。）を定めるよう努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又

は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、

都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成

のために必要な助言その他の援助を行うよう

努めなければならない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支援

等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設

置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下

「指定都市」という。）は、女性相談支援センタ

ーを設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱え

る女性への支援に関し、主として次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の

問題について、困難な問題を抱える女性の立

場に立って相談に応ずること又は第十一条

第一項に規定する女性相談支援員若しくは

相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱

える女性がその家族を同伴する場合にあっ

ては、困難な問題を抱える女性及びその同伴

する家族。次号から第五号まで及び第十二条

第一項において同じ。）の緊急時における安

全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の

回復を図るため、医学的又は心理学的な援助

その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活

することを促進するため、就労の支援、住宅

の確保、援護、児童の保育等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護

を受けることができる施設の利用について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに

当たっては、その支援の対象となる者の抱えて

いる問題及びその背景、心身の状況等を適切に

把握した上で、その者の意向を踏まえながら、

最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の

職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の

一時保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護する

ことが必要と認められる場合その他厚生労働

省令で定める場合に、女性相談支援センターが、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくは

その役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由がなく、その委託を受けた

業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その

対象となる者が監護すべき児童を同伴する場

合には、当該児童の状況に応じて、当該児童へ

の学習に関する支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱え

る女性への支援に関する活動を行う民間の団

体との連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援

センターに関し必要な事項は、政令で定める。 
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（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な

問題を抱える女性であって配偶者のないもの

又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者

の監護すべき児童について、児童福祉法第六条

の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事

業の実施又は同法第二十三条第二項に規定す

る母子保護の実施が適当であると認めたとき

は、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の

実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県

又は市町村の長に報告し、又は通知しなければ

ならない。 

 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設

置する指定都市を含む。第二十条第一項（第四

号から第六号までを除く。）並びに第二十二条

第一項及び第二項第一号において同じ。）は、困

難な問題を抱える女性について、その発見に努

め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的

技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事

する職員（以下「女性相談支援員」という。）を

置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指

定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条

第二項第二号において同じ。）は、女性相談支援

員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職

務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経

験を有する人材の登用に特に配慮しなければ

ならない。 

 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

を入所させて、その保護を行うとともに、その

心身の健康の回復を図るための医学的又は心

理学的な援助を行い、及びその自立の促進のた

めにその生活を支援し、あわせて退所した者に

ついて相談その他の援助を行うこと（以下「自

立支援」という。）を目的とする施設（以下「女

性自立支援施設」という。）を設置することがで

きる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立

支援を、その対象となる者の意向を踏まえなが

ら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その

他適当と認める者に委託して行うことができ

る。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当た

っては、その対象となる者が監護すべき児童を

同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、

当該児童への学習及び生活に関する支援が行

われるものとする。 

 

 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性

への支援に関する活動を行う民間の団体と協

働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題

を抱える女性について、その意向に留意しなが

ら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネッ

トの活用、関係機関への同行その他の厚生労働

省令で定める方法により、その発見、相談その

他の支援に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体と協働して、そ

の自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女

性について、その意向に留意しながら、前項の

業務を行うことができる。 

 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九

十八号）に定める民生委員、児童福祉法に定め

る児童委員、人権擁護委員法（昭和二十四年法

律第百三十九号）に定める人権擁護委員、保護

司法（昭和二十五年法律第二百四号）に定める

保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八

十六号）に定める更生保護事業を営む者は、こ

の法律の施行に関し、女性相談支援センター及

び女性相談支援員に協力するものとする。 

 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、

困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ

円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は

第十二条第二項の規定による委託を受けた者、

困難な問題を抱える女性への支援に関する活

動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える

女性への支援に従事する者その他の関係者（以

下この条において「関係機関等」という。）によ

り構成される会議（以下この条において「支援

調整会議」という。）を組織するよう努めるもの

とする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性へ

の支援を適切かつ円滑に行うために必要な情

報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える

女性への支援の内容に関する協議を行うもの

とする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換

及び協議を行うため必要があると認めるとき

は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力を求めることが

できる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあっ

た場合には、これに協力するよう努めるものと

する。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する

関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者
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は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の

職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又は

これらの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会

議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の

組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会

議が定める。 

 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基

づく困難な問題を抱える女性への支援に関し

国民の関心と理解を深めるための教育及び啓

発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのな

い個人であることについての意識の涵かん養

に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問

題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適

切に受けることができるようにするための教

育及び啓発に努めるものとする。 

 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に資するため、効果的な支

援の方法、その心身の健康の回復を図るための

方法等に関する調査研究の推進に努めるもの

とする。 

 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に従事する者の適切な処

遇の確保のための措置、研修の実施その他の措

置を講ずることにより、困難な問題を抱える女

性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の

向上を図るよう努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を

抱える女性への支援に関する活動を行う民間

の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相

談支援センターを設置する指定都市にあって

は、第一号から第三号までに掲げる費用に限

る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三

項第二号の一時保護（同条第七項に規定する

厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する

費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の

設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福

祉法人その他適当と認める者に委託して行

う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務

に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が

自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困

難な問題を抱える女性への支援に要する費

用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要

する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町

村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う

困難な問題を抱える女性への支援に要する費

用を支弁しなければならない。 

 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置す

る女性自立支援施設の設備に要する費用の四

分の三以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は

第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、

法令及び予算の範囲内において、困難な問題を

抱える女性への支援に関する活動を行う民間

の団体の当該活動に要する費用（前条第一項第

六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託

費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部

を補助することができる。 

 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、

都道府県が第二十条第一項の規定により支弁

した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げ

るものについては、その十分の五を負担するも

のとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費

用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により

支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号

に掲げるもの（女性相談支援センターを設置

する指定都市にあっては、同項第三号に掲げ

るものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支

弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第

二十条第一項の規定により支弁した費用のう
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ち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条

第三項の規定により支弁した費用並びに都道

府県及び市町村が前条第二項の規定により補

助した金額の全部又は一部を補助することが

できる。 

 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項

の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以

下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

附則抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十

八条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布

の日又は児童福祉法等の一部を改正する法

律（令和四年法律第六十六号）の公布の日の

いずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布

の日又は刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令

和四年法律第六十八号）の公布の日のいずれ

か遅い日 

（以下略） 
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